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開議 午前１０時００分

◎開議宣告

〇議長 北谷文夫君 おはようございます。

ただいまから本日の会議を開きます。

議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

直ちに議事に入ります。

◎日程第１ 一般質問

〇議長 北谷文夫君 日程第１、一般質問を前日に引き続き行います。

吉浦やす子議員。

〇吉浦やす子議員 （登壇） 通告に従いまして、質問します。

大きな１番、介護支援ボランティア制度について。本格的な高齢化社会を迎える中で、

砂川市においても多くの高齢者の方がみずから介護支援などのボランティア活動に参加し

ています。ボランティア活動に参加することは、心身の健康保持や増進につながり、介護

予防にも大きな期待が感じられます。そこで、介護保険制度における地域支援事業として

市町村の裁量により介護支援ボランティア活動を推進する事業を行うことが平成１９年５

月から可能になりました。この事業を全国に先駆けて実施しているのが東京都稲城市です

が、具体的には介護支援ボランティアの活動に応じてポイントを交付、ポイントは１，０

００ポイントが１，０００円で、１年間に５，０００円を限度としています。蓄積したポ

イントを利用して介護保険料や介護サービス利用料に充てることもでき、実質的な保険料

負担軽減にもつながるものです。それだけでなく、高齢者が活動を通じて社会参加や地域

貢献にもつながるなど介護予防にも役立つというものです。ことしの４月現在で全国的に

見ると、導入予定を含めて３０市町村で取り組みが広がっています。まだ試行的な状況に

近いと思われますが、地域支援事業交付金などを活用する中で砂川市において最も適切な

実施方法を検討すべきと思うのですが、その考えについて伺います。

〇議長 北谷文夫君 市民部長。

〇市民部長 井上克也君 （登壇） ご質問の大きな１、介護支援ボランティア制度につ

いてご答弁を申し上げます。

少子高齢社会が進展する中、高齢期になっても住みなれた地域で自分らしく生き生きと

暮らすことができる環境づくり及び支援体制を構築することは、きわめて重要と認識して

おります。このことから、本市においては介護保険制度の中で地域支援事業に取り組み、

ふれあい講座、高齢者軽スポーツフェスティバル、介護予防教室などの介護予防普及啓発

事業やいきいき運動推進員支援事業、生活支援、ホームヘルプサービス等の地域介護予防

活動支援事業、配食サービス、高齢者住宅ホームヘルパー派遣事業などの地域自立生活支

援事業などの推進により、高齢者の生きがいづくりや健康づくりなどに取り組んでいると
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ころであります。このような中、厚生労働省は高齢者のボランティア活動の支援を行い、

介護予防に資する取り組みは介護保険法に規定する地域支援事業の介護予防事業の活用と

しては可能であるということで、平成１９年５月に地域支援事業実施要綱を改正したもの

であります。

ご質問のありました東京都稲城市の介護支援ボランティア制度の内容について、詳細な

部分を含めてご紹介させていただきますと、稲城市では高齢者が介護支援ボランティア活

動を通じて地域貢献することを積極的に奨励、支援し、高齢者自身の社会参加活動を通じ

た介護予防を推進し、生き生きとした地域社会をつくることを目的に、市の実施要綱を制

定の上、平成１９年９月から試行を開始し、平成２０年度から実施しております。具体的

には、介護支援ボランティア活動に参加しようとする６５歳以上の介護保険第１号被保険

者の方は、最初に管理会社である社会福祉協議会に介護支援ボランティアとして登録をい

たします。そして、介護支援ボランティア手帳の交付を受け、市が指定する事業所や社会

福祉協議会で紹介してもらった事業等でレクリエーションの補助、お茶出しや食堂内の配

ぜん、散歩、外出などの補助、話し相手、草刈り、洗濯物の整理などを施設職員とともに

行う軽微かつ補助的な活動などのボランティア活動を行い、その活動時間に応じて活動場

所である事業所等でスタンプを押してもらうことになります。これは、１時間に１回、２

時間以上または２カ所以上は２回となっております。そして、翌年度にスタンプ数に応じ

て社会福祉協議会で評価ポイントの付与を受け、市へ評価ポイント転換交付金の交付申請

をするということになっております。付与される評価ポイントは、１０回から１９回が１，

０００ポイント、２０回から２９回が２，０００ポイント、３０回から３９回が３，００

０ポイント、４０回から４９回が４，０００ポイント、５０回以上は５，０００ポイント

となっております。市は、保険料に未納や滞納がない場合、社会福祉協議会へ適格者であ

ることを通知し、社会福祉協議会が評価ポイント数に応じて評価ポイント交付金を口座振

り込みにより交付するという流れであり、交付金を受けた方がそれを保険料の一部に充て

た場合、結果的に保険料の軽減につながるものであり、評価ポイント転換交付金は１，０

００ポイント当たり１，０００円で５，０００円が上限となっております。この制度につ

きましては、介護保険に関心を持つきっかけになる、ボランティアへの参加を通じてやり

がいを持つ、介護が必要な状態になるのを予防できる、介護給付金の減額にもつながると

いった賛成意見がある一方で、さまざまな事情からボランティア活動に参加したくても参

加できない高齢者もいることから、だれもが参加できるわけではなく不公平である、本来

ボランティア活動とは無償のものであるといった意見もあるようでございます。

介護支援ボランティア制度ではございませんが、本市におけるボランティア活動の状況

といたしましては、砂川市社会福祉協議会が中心となってボランティア事業を実施してお

ります。事業内容といたしましては、日常生活の援助を必要とする高齢者等に住民参加型

在宅福祉サービスとして登録された有償ボランティアである提供会員により家事援助、外
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出介助、通院介助、話し相手などのサービスを行う市民ふれあいサービス事業や除雪を必

要とする障害者、高齢者世帯等を対象にボランティア団体の協力による除雪活動を実施す

る除雪ボランティア活動等の事業を実施しております。また、ボランティア育成援助事業

として市民を対象としたボランティア講座であるいきいき福祉学園の開催や市民ふれあい

サービス提供会員研修、高校生を対象としたボランティア体験学習、わいわいキャンプを

実施しており、いきいき福祉学園を受講された方の中には、社会福祉協議会が地域福祉推

進事業として実施しているいきいき広場にボランティアとして参加されている方もいらっ

しゃいます。

砂川市社会福祉協議会では、住民一人一人の自発的な意思に基づき、金銭的な利益など

の見返りを求めることなく、地域社会を住みよくする活動や他者を支える活動などの社会

的活動などに携わるボランティア活動は、市民一人一人の住民が身近なところで必要な支

援を受け、社会とのつながりを持ちながら住みなれた地域で暮らし続けられるよう支援す

る地域福祉活動の重要な担い手であると考えており、現在実施しているボランティア活動

振興事業のより一層の拡充を図っているところであります。本市におきましても介護保険

料上昇の抑制につながる介護予防の促進、また地域に眠るマンパワーを引き出してボラン

ティア活動の推進を図っていくということは大変重要なことと考えておりますが、介護保

険事業としての介護支援ボランティア制度につきましては先ほどもご説明いたしましたよ

うに、さまざまな意見があるという現状やこの制度に取り組む自治体が全国的にはまだま

だ少ない状況であり、道内でも取り組む自治体がないといった現状にあることから、介護

支援ボランティア制度導入について近隣市町の動向を注視しながらボランティア活動の拠

点となる社会福祉協議会とも協議を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜

りたいと存じます。

〇議長 北谷文夫君 吉浦やす子議員。

〇吉浦やす子議員 では、２回目の質問をします。

今稲城市の状況、あと砂川市の状況を話していただきました。私もこの介護支援ボラン

ティア制度を取り入れているところの内容をいろいろ調べてみまして、稲城市については

今説明がありましたけれども、稲城市が始まって間もなく視察に行った方がボランティア

の代表の方と懇談したときに、何が一番ボランティアをやっていて人気があるのですかと

聞いたところ、編み物が楽しみだというふうに答えたそうです。編み物をするボランティ

アもあるのだなというふうに思ったのですけれども、ほかの地域でもそれぞれいろんな内

容のボランティアを項目として挙げているところがあるのですけれども、そのまち、その

まちでその地域に合った内容が考えてされているのですが、稲城市でなくてほかの地域の

ところでは、例えばグループホームにボランティアに行く、大正琴の演奏をする、そうい

う活動だとか、あと利用者の見守り支援、また話し相手、話し相手は先ほどもありました

けれども、それぞれその地域で考えていろんな活動の内容が決められているということな
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のです。

それで、私も砂川市のボランティアのやっている方々にもいろんな意見を聞いてみまし

た。確かにボランティア活動ですから、今もお話がありました何か見返りを求めるのはお

かしいのではないかという意見とか考え方もありますけれども、社会福祉協議会に登録し

ている長年ボランティアをやっている会長さんにお話を聞いてみましたら、本当に長い間

やっている方なのですけれども、そのやっているボランティアの方々が高齢化になってき

ているということです。それで、新しく入る人も最近はいないということで、このままで

いくと皆さん高齢化になってきて、足が痛かったり、腰が痛かったりしてきているので、

消滅してしまうのではないかというふうにすごく心配されていた会長さんがいらっしゃい

まして、本当に現状は大変なのだなと。いろいろきちっと仕組みはできているのですけれ

ども、私も介護予防の運動をするボランティアに所属していますが、老人クラブとか、い

ろんなところに行って介護予防の運動をしているボランティアなのですけれども、そのボ

ランティアも６０代、７０代、８０代の方が一生懸命自分のためにもなるということで活

躍されていたのですけれども、ここ二、三年で体調が悪くなった方というのが何人かいら

っしゃって出てこられなくなったりして、すっかり人数が減ってしまって、本当に一人一

人の負担がすごく大きくなってきています。ということで、現状は本当に厳しい状況があ

ります。

社会福祉協議会では、今お話ありました毎年１年に１回、ボランティア講座を行ってい

るというふうに聞いています。そのほか社協だけでなくて、認知症の家族の会も砂川には

ありますけれども、その認知症の関係でもボランティアが必要だということで、包括支援

センターでは来月あると聞いたのですけれども、認知症ボランティアサポート研修が行わ

れるそうなのです。そういうことで、いろんなところで、社協だけでなくていろんなとこ

ろでボランティア研修が行われていたりしていまして、意識は高まってきていると思うの

ですけれども、いろんな高齢化という現状もありまして、今後は本腰を入れてそういう研

修を受けた方が実際にボランティア活動ができるようになっていかなければならないと思

うのです。それで、どういうところでボランティアをしたらいいのかという、そういう場

所なんかもお知らせするだとか、そういう具体的な取り組みをしていかないと、研修をた

くさん受けた方がいても次にその研修を受けてボランティアをできるようにしていかなけ

れば、ボランティア人口はふえていかないのではないかなというふうに思います。今現在

そのボランティアに入る方が少なくなっているという声も聞いたのですけれども、またボ

ランティアを必要としているところも今すごく多いのではないかなと思います。世田谷区

でもこの介護支援ボランティア制度を始めたのですけれども、この世田谷区の考え方はど

うして始めたかといいますと、ボランティアを必要としている人が多いということで、世

田谷区では高齢者、元気な高齢者の方が外出する機会を持てずに家に閉じこもりがちにな

る一方で、介護の現場では高齢者の知識とか経験を必要とする活動も多いということで、
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そうした背景から地域活動を希望しながらも何をすればいいか、わからずにいた高齢者の

方を後押しをするという、そういう意味でこの介護支援ボランティア制度を取り入れたそ

うです。

私も市民相談を受けた中で、ボランティアの方がいたらなと思うことがあったのですけ

れども、あるひとり暮らしの方なのですけれども、８０代の方で介護１、介護度１の方で

す。週１回、家の中の台所の後片づけだとか、家のお掃除だとか、自分でできないので、

ヘルパーさんに来てもらって週１回そういうサービスを受けているのですけれども、１０

分間で３００円ということで、３０分かかって全部終わって９００円払っているのだとい

うお話だったのですけれども、それが終わったらさっさと帰ってしまって、話も聞いてく

れないというお話でした。もっとゆっくり話を聞いてくれればいいのにという、そういう

お話だったのですけれども、やはりお金がかかるからきっとできないのだなと思って聞い

ていたのですけれども、例えばそういう方にはお話を聞くボランティア、そういう方がい

れば介護をする方も介護に行くヘルパーさんも助かるのではないかなというふうに思った

のですけれども、今長野県でもひとり暮らしの方とか高齢者、ひとり暮らしの高齢者や施

設に入っている人たちが話をしたくても話す機会がないという、そういう実態があって、

話を聞くボランティア、傾聴ボランティアというのですが、傾聴ボランティア講座をすご

く活発に今行われていると数日前の新聞に掲載されていましたけれども、そういうボラン

ティアの方もいらっしゃると、やっぱりひとり暮らしで話し相手がほしい人に対してはそ

ういう方が行っていただくといいのではないかなと思います。ということで、ボランティ

アをする方も今不足してきているということと、また必要としていることも、ところもす

ごく多くなってきています。それで、私は本当にこの介護支援ボランティア制度を取り入

れることによって、する方ももっともっとボランティア人口がふえていくのではないかな

と思います。ボランティアの内容としても体操をするとか、それだけでなくて、例えば見

守りだとか、ちょっとした草刈りを手伝うとか、そういう自分の得意なことがあればもっ

ともっとボランティアをする人もふえるのではないかなというふうに思いますので、この

介護支援ボランティア事業は本当にこれから大事な事業ではないかと思います。

それで、砂川市では社協が中心になって行っているのですが、社協だけでなくて包括支

援センターやふれあいセンターでもいろんなボランティアのことを行っております。いろ

んなところでボランティアをやっているのですけれども、やはりボランティアする人がど

こへ行けばいいのか、もっとわかりやすくしていかなければならないのではないかなと思

います。先日もあるボランティアをやっている方が介護施設に、介護員さんが忙しそうな

ので、何かお手伝いをしたくてボランティアをしたいのですけれどもとその施設に行った

ら、ちょっと断られたということなのですけれども、何かしてあげたいと思っているのだ

けれども、なかなかそれがどこへ行ったらいいのかわからないということもあります。そ

れで、砂川市でも社協やいろんなところでボランティアをやっているので、窓口を１カ所
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つくったほうがいいのではないかなというふうに思います。そこの窓口に行けば砂川市の

ボランティアの状況が全部わかるというような、そういう窓口をつくる必要があるのでは

ないかなというふうに思います。そうすると、ボランティアをしたい人はそこに行くと砂

川市全体のボランティア、どういうことをやっているのかわかりますし、どういうところ

が必要としているかということもわかりますし、そういうことで窓口をどこか１カ所つく

っていくことがボランティア人口をふやしていくためにもまず必要ではないかと思うので

すけれども、その点について２回目伺います。

〇議長 北谷文夫君 市民部長。

〇市民部長 井上克也君 まず、ボランティアを希望する、支援をしようという方々が６

０代、７０代、８０代とだんだん高齢化になっていくと。そういったボランティア団体の

会員数の減ですとか、そういったことにもつながるのではないかというお話がありました

けれども、先ほどご紹介いたしました社会福祉協議会で行っております市民ふれあいサー

ビス事業、これらにつきましては家事援助であるとか、あるいは買い物であるとか、介護

保険制度に該当しないそういう方に登録されたボランティアの方がサービスを提供して、

金額的には１時間６００円ということでのボランティア活動を行っているという事業であ

ります。

ここの現状でありますけれども、平成２０年度末で登録されているボランティアの会員

の方は３５名おられます。うち６５歳未満の方が３５名中２５名、２５名のうち女性が２

１名であります。また、６５歳以上の方は１０名で、うち女性が７名ということで、会員

登録から見ると女性の比率が多い状況になっております。このような今の状況であります

けれども、社会福祉協議会のほうではこれらの提供会員の増に向けて年に１回講習会を開

いて、そして制度を理解していただいて適切なサービスの提供ができるようにということ

で、そういった登録者数の確保にも講習会を通じて会員制度を増加する、そういった方策

をとっています。

また、これらとはまた別にいたしまして、行政機関といたしましては議員が今おっしゃ

られました現実的にはふれあいセンターで中心に事業を行っておりますいきいき運動推進

員、この事業につきましては支援を必要とするというよりも健康づくりでありますとか、

あるいはみずから介護予防を意識した取り組みを、運動を行うという方を対象にするとい

うことで、いきいき運動推進員、この方々がそれぞれ毎月１回定期的に社協で行う講座の

ほうに出向いていったり、あるいは福祉施設に出向いていったり、あるいは要請に応じて

町内会、老人クラブのほうに出向いていきいき運動の推進というようなことでご尽力、ボ

ランティアをいただいています。この推進員につきましても平成１８年度に第１回の養成

講座、これは講座ですから１日で終わるものではありません。プログラム１０回をこなし

まして、１８名の方がいきいき運動推進員として登録されたと。その後、いろんなご事情

もありまして現在１８名だったいきいき運動推進員は１２名にというようなことでありま
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すけれども、この件に関しましても市といたしましては養成講座、これを今年度の１０月

１５日から１８日、これにかけまして養成講座を行って、そういった推進員としてのボラ

ンティア活動をしていただける方、そういった方をより募っていただく、そのようなこと

でそういったボランティアをしたいという、そういう組織の輪を広げていきたい。これに

ついては、社協あるいは市といたしましても拡充に努めているというような状況でござい

ます。

そこで、いろいろなボランティアがありますということで、先ほど言いました地域包括

支援センター、そこでは認知症の方に対応するような一つのボランティアのそういったサ

ポート研修会も行うと、やられているというふうにお話もありましたけれども、考えられ

ますことは今私どもで申し上げました行政といたしましてはやはり介護福祉課、これは高

齢者の介護保険あるいは元気高齢者に対するそういった事業全般を行っていますから、行

政といたしましては介護福祉課、そして今お話をいたしました事業を実施するふれあいセ

ンター、そしてまた事業所であります地域包括支援センター、そしてボランティアとして

はやっぱり市民ふれあいサービス事業を実施している社会福祉協議会、これらがそれぞれ

ボランティアを募りながらそういった支援を必要とする、あるいはそういった求めに応じ

てボランティアをするという活動の業務といいますか、そういったものに取り組んでおり

ますけれども、現在のところ１カ所にまとめてと、そしてそういったボランティアの方に

お話を聞きながら、そういう状況であればこっちのほうに行ってくださいと、こういう業

務がありますよという方法も議員さんのおっしゃるような１カ所に集中したらということ

かと思いますけれども、いずれにしてもそういったボランティアの相談があれば市におい

ても、市といたしましても例えば介護福祉課においても、それからふれあいセンターにお

いても、そしてまた社会福祉協議会においても、あるいは地域包括支援センターにおいて

もボランティアでというようなお話があった際には、こうこうこういったボランティアの

内容があって、これについてはどこどこが所管しているけれども、制度的にはこうなって

いますよというような、１カ所というよりもむしろそういったボランティアを中心とする

事務局、そこへ行けば必ず市全体のといいますか、民間も含めてボランティア活動の紹介

なり、あるいはご相談に応じて、そういうことであればこちらにお願いをしたいよという

ような連携を図りながら、そういったボランティアをしたいという希望される方にいろん

なお話を聞きながら、それならこういう事業がよろしいのではないかというような、そう

いった相談体制、現在もとっていますけれども、今一層それらの相談体制あるいはその受

け入れ体制、そういったものを周知いたしまして、１カ所というのもむしろそれぞれのと

ころで同じように市全体のそういったボランティア活動の内容、事業の内容、そういった

ものを説明しながらボランティアの協力をいただけるような体制をとっていきたいという

ふうに考えておりますので、今１カ所でというようなことも検討いたしますけれども、現

在のところはそこから機関どこへ行っても相談あるいはご希望に応じてボランティアをし
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ていただけるような体制というものを維持していきたいというふうに考えてございます。

〇議長 北谷文夫君 吉浦やす子議員。

〇吉浦やす子議員 今いろいろ連携をとっていきたいというお話でしたけれども、市民の

人にしてみたらちょっとわかりづらいのですよね。包括支援センターにしてもふれあいセ

ンターにしても本当によくわからないというか、本当にボランティアをしている人がもっ

とわかりやすくボランティアできるような、そういう取り組みが絶対必要ではないかなと

思うのです。連携をとってこれからやっていってくださるということなのですけれども、

ぜひもっとわかりやすく、ボランティアしたい人が本当にすぐ行動に起こせれるような、

そういう取り組みをぜひお願いしたいなというふうに思います。そして、今本当にボラン

ティア、何か人のために役立ちたいという人もたくさんいらっしゃいますし、高齢者の方

も今これからどんどんふえてきて、元気な方もたくさんふえてくると思うのです。そうい

う人たちを本当に社会貢献できるこの制度というのは、本当にすばらしい制度だと思うの

ですけれども、いろんな意見もありますけれども、ポイント制で実質的に介護保険料にも

使えますし、地域貢献もできますし、ボランティア参加する人自身も介護予防にも役立つ

という、そういう一石三鳥にもなるような、そういう制度なので、この制度はすぐできな

いかもしれませんけれども、ボランティアやる人がもっと市の状況がわかって取り組みや

すいような、そういうことをぜひ考えていただきたいなというふうに思います。なかなか

連携とってやっていただくということなのですけれども、市民にしてみたら本当にわかり

づらいというか、そういう一生懸命やりたいと思っている人の気持ちを何とか行動に起こ

せるようにしていただきたいなというふうに思います。こういうボランティア制度をきち

っと取り組んでわかりやすくしていくことによって、これから迎えてくる高齢化社会を乗

り切るための地域づくりにもつながってくるのではないかなというふうに思います。

それで、私は砂川に住んでいる方々が、元気な高齢者の方が地域を支えながら生きがい

を持って暮らしていってもらいたいと思っております。そうやっていろんなところと連携

をとるというふうに言われていましたけれども、もっと広く言えば市立病院でもガイドボ

ランティアを募集しているというふうにこの間も「ひまわり」に載っていましたけれども、

市立病院でもそのガイドボランティアの方が不足しているというふうに聞いています。だ

れかいないだろうかと私も言われたことがあったのですけれども、そういうもっと広げて

いくと病院でもボランティアやっていますから、そういうボランティアなどもどこか１カ

所窓口があればそこに行って、例えば病院でこんなの、こういうボランティアも募集して

いますよと言えば、そういうことが得意な方は、ではそこでボランティアしてみようかな

ということで、では病院へ行ってくださいとかと言われれば、そこで行動が起こせると思

うのです。それで、もっともっと幅を広げるとボランティア人口もふえていくので、すべ

てを含めた窓口をぜひつくっていただきたいというふうに思うのですが、その点について

伺います。
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〇議長 北谷文夫君 市民部長。

〇市民部長 井上克也君 まず、議員のご質問でもご指摘あったようにそういったボラン

ティア活動、それが結局は心身、その方の心身の健康の保持、増進あるいは介護予防にも

大きな期待が持てるということでもありますし、また今お話ありました地域としてのやっ

ぱりこういったボランティアを通じた地域づくりにもやっぱり必要でないかと。ごもっと

もだと思います。そういう面で一つだけ申し上げますと、ご指摘あった稲城市の例のポイ

ント制度でありますけれども、現在同じようにボランティアということで社会福祉協議会

で行っている事業、先ほどボランティアとして登録されている提供会員が３５名というお

話をしましたけれども、平成２０年度では、それでは一体この登録されている方に実際ボ

ランティアとして来ていただいて、利用された方が何名いるのかなという中身を調べます

と２０名の方が利用されていると。その中で、あくまでも時間単位で行うわけですけれど

も、２０名の方の合計、年間合計２７３時間ということですから、提供する側３５名登録

された方は平均いたしますと、年に７時間から８時間、７．８時間という数字になってま

いります。恐らく登録されたボランティアの方については、もう少しボランティア活動と

いうものに時間も割きたい、もう少しボランティアもしたいという方もいるのかなという

ふうに思います。そういう意味では、社協といたしましてもこのポイントというまた新し

いものよりも今あるこのボランティア事業、サービス事業をより浸透させて拡充させてい

こうという考え方ではおりますけれども、整理いたしますけれども、そういったポイント

のそういった他市の事例、そういったこともまず参考にさせていただきたいと思います。

それと、最後にご質問のありましたやはりボランティアという一つの受付窓口といいま

すか、そういったものをやっぱり一本化する必要もあるのではないかなということであり

ますけれども、これはボランティアですから、これは必ずしもそういった制度に登録をさ

れてという方もおりますけれども、また常日ごろの日常生活の中で町内会を通じてだとか、

あるいは町内会の隣近所のおつき合いの中でいろんな目に見えない、制度にはあらわれて

いないけれども、そういった日常生活の中でボランティア活動もされている方もいると思

います。そういったことで、本当にボランティア活動というのはこれから高齢者を支える

という意味でも、また今後の社会を構築していく上でもボランティア制度は重要だと思っ

ています。

そこで、相談窓口ということでありますけれども、先ほどのご答弁のとおり、それぞれ

の持っている箇所でもってこういったボランティア、砂川市内にはこんなようなボランテ

ィアがあるということは、どこへ行ってもということが基本でありますけれども、１カ所

で集約というふうになれば、当然やっぱり行政といたしましてはボランティアの制度も福

祉関係もあれば、あるいは教育関係もあれば、いろんな行政の中でいえば分野は広いと思

います。ですから、一本化というのはなかなか難しいのかなという現状でありますけれど

も、今考えておりますことはやはりそれぞれの部署で行った際には、やっぱりこういうボ
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ランティアもありますよ、こういうボランティアもありますよと、やっぱりどこへ行って

もそういうボランティアの紹介ができるような、そういう連携を図ってまいりたいという

ふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長 北谷文夫君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 （登壇） それでは、一般質問を行います。私は、大きく２点について

の一般質問です。

まず、１点目としましては、新病院の売店等の公募についてお伺いいたします。平成２

２年１０月の開院に向けて、新病院建設は着実に進んでいるようです。そんな中、新病院

における売店、自動販売機、食堂、理容室の運営事業者を選定するための公募型プロポー

ザルが行われ、９月の７日に最優秀提案者が決定しました。砂川市立病院は、第２次医療

圏の中核病院であると同時に職員数９００人、１日当たりの入院患者、外来者数は１，５

００人と経済的にも市内の核となる施設です。また、わざわざ土地が狭く、石狩川のそば

で洪水の心配もある現在地に新病院を建設するのは、中心市街地の活性化を図る目的も大

きくあります。そして、商工会議所を初めとする活性化協議会の皆さんがつくった中心市

街地活性化基本計画が策定されたことにより、市立病院に約１３億円という補助金も出た

のです。このたび公募された売店等は、患者、職員にとっても大切な院内利便施設ですが、

市内経済の活性化に寄与する施設との期待も高いものがありました。以下について伺いま

す。

まず、１点目、公募型プロポーザルの参加者について、それぞれで市内、市外、何社ず

つ応募があったのかを伺います。

２点目、今回の参加資格要件で食堂、理容室は市内業者に限定しているのに売店、自動

販売機については市内限定を外した理由について。

３点目、最優秀提案者が決定をしましたが、選定理由についてお伺いをいたします。

大きな２点目としては、行政評価報告書についてです。ことし５月に第６期総合計画の

策定を前に第５期総合計画の行政評価が報告されました。報告書を拝見しますと、事務事

業評価の総合評価では１６７事業中、問題があるはわずか０．６％です。また、施策評価

の状況として、施策数４２のうち課長職が行ったとされる第１次、部長職が行った第２次

評価とも問題があるはゼロ％と高い評価となっています。この結果については、市民感覚

と隔たりがあるのではないかとの声も多く聞かれます。現在市民の皆さんで構成する総合

計画策定審議会も設置され、議論が深められていると思います。第５期総合計画に対する

行政評価は、第６期総合計画を策定する上で重要な位置づけになると考えます。そこで、

今回の行政評価がどのような手法で、どのような過程を経て行われたのかをお伺いいたし

ます。

以上です。

〇議長 北谷文夫君 市立病院事務局長。
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〇市立病院事務局長 小俣憲治君 （登壇） 大きな１の（１）、公募型プロポーザルの

参加者について、それぞれ市内、市外、何社ずつ応募があったのかについてご答弁申し上

げます。

売店、自動販売機設置における参加者数については、市内は１業者、市外は５事業者の

合計６事業者であります。また、食堂と理容室については、ともに市内の２事業者の参加

があったところであります。

次に、（２）の今回の参加資格要件で食堂、理容室は市内業者に限定しているのに売店、

自動販売機については市内限定を外した理由についてご答弁申し上げます。患者さんにと

って売店は、かつては必要最低限の物が買えさえすればよい程度の位置づけであったもの

が現在は路面店レベルの品ぞろえのほか、病気や付き添いに対応するための日用品や医療

衛生用品などの価格、種類、サービスに対する目も敏感に、しかも大変厳しくなっている

ところです。こうしたことが本年４月２８日に実施した患者意向調査結果にあらわれてい

るものであり、店舗形態ではコンビニ形式で品ぞろえを豊富に、価格は安価といった要望

が多かったところであります。特に最も数多くの方々が利用される売店は院内に１カ所の

みで、入院患者などは店を選択する余地がないことから、飲食物から日用品、衛生医療材

料など、しっかりとした商品管理のもとで日々利用者ニーズに応じた的確な商品入れかえ

を行うことができる事業者を求めていく必要があるところです。さらに、病院内の売店は

ハードに加えてソフト面が大変重要となってまいります。特に入院患者にとって売店は、

病院生活の中で生活感を感じられる数少ない場であり、患者から客になれる場所でありま

す。その意味では、客とじかに触れ合う売店スタッフのしっかりとした接客、人材育成を

求めていく必要があるところです。また、売店は病院の中で最も人の集まる場所と言える

だけに多くの方の目に触れる部分であり、売店でのサービスは病院のイメージに直結する

ものであります。したがって、単に物を売るという旧態依然の売店ではなく、利用者意向

調査結果において利便性と満足度といった観点を最重要視し、民間業者が持つさまざまな

可能性を反映させ、高いレベルで利用者に納得いただけるサービスの提供を求めていく上

では、幅広く参加者を募るとともに商品価格や各種サービスなどを提案方式によりしっか

りと見きわめた上で、より確かな選択を行っていくこととしたところでありますので、ご

理解を賜りたいと存じます。

次に、（３）の最優秀提案者が決定したが、選定理由についてのご質問にご答弁申し上

げます。このたびの新病院における売店等の運営事業者をプロポーザル方式により選定す

るに当たり、その手続等を厳正かつ公平に行うため、市役所と市立病院の職員で構成する

病院利便施設事業者選定委員会を設置したところであります。この選定委員会において提

出書類及び業務提案説明等を総合的に審査していただき、最優秀提案者を選定したところ

でありますが、売店、自動販売機設置では業務提案、使用料提案における評価点数がとも

に一番高い上に、病院内の売店に対するコンセプトがしっかりしていた点や使用料提案に
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おける売店の使用料提案額、月額１９１万円、自動販売機使用料提案率４１％といったこ

とが評価されたところであります。食堂については、評価点数では僅少差ではある中、市

内における食堂やレストランなどの豊富な運営実績もあることが評価されたところであり、

理容室については評価点数では大きな差はありませんでしたが、サービス料金が安価であ

ったことや使用料提案額が高かったことなどが評価されたところであります。なお、最優

秀提案者については９月７日に病院改築推進課ホームページにおいて公表したところであ

ります。

〇議長 北谷文夫君 総務部長。

〇総務部長 善岡雅文君 （登壇） 私のほうから、大きな２の行政評価報告書について

ご答弁を申し上げます。

行政評価につきましては、平成１３年度から行政サービスの改善、行政の透明性の向上、

職員の意識改革を目的として取り組みを進め、平成１４年度には評価の出発点は的確な評

価単位の設定と事業内容の把握であるとの認識のもと、全事務事業の棚卸を実施し、平成

１７、１８年度の２カ年間で評価の対象を第５期総合計画の第２次実施計画掲載事業とし、

１５６事業の事務事業評価を行いました。平成２０年度におきましては、砂川市第５期総

合計画の計画期間が平成２２年度までであることから、新たな第６期総合計画の策定に当

たっては第５期総合計画で取り組んできた各種事業の成果や課題などを検証した上で総合

的に検討を加えることが重要であるとの認識から、事務事業評価、施策評価に取り組んだ

ところであります。事務事業評価の評価対象事業は、第３次実施計画に掲載されている平

成１９年度実施事業として、評価事業数は類似事業の統合などを精査して１６７事業とい

たしました。評価者は課長補佐、係長職とし、評価作業としては係内での協議、課長、部

長との調整を図り、事業の内容をまとめ、活動指標など設定した指標の過去３年間の数値

の動向などから事業の達成度などの評価、さらに総合的な評価を行い、今後の方向性をま

とめました。

次に、施策評価は新たな取り組みであり、評価対象施策は総合計画における各章ごとに

示されている節内の大項目を一つの評価単位として、４２項目について第１次評価と第２

次評価に分け、実施をいたしました。評価者は、より広い見地での評価が求められるため、

第１次評価は施策を所管する課長が行い、所管がまたがる施策については各課長が協議し

て施策の趣旨や成果指標を設定し、施策内容における事務事業評価の結果や設定した指標

の過去３年間の数値の動向などから評価を行うとともに、施策における問題や課題、今後

の方向性などを整理いたしました。第２次評価は、評価の客観性を高めるため、総務部長

を座長として市民部長、経済部長、建設部長、教育次長、病院事務局長により評価会議を

開催し、第１次評価の内容及び第１次評価者からの説明を受け、最終的に評価及び意見と

して取りまとめを行いました。意見につきましては、施策に対する反省点だけでなく、評

価結果が第６期総合計画の策定に生かされることを念頭に置き、今後の課題や改善策、検
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討すべき事項を建設的に論議し、具体的に明記するようにいたしました。このように行政

評価として事務事業評価、施策評価に取り組んでまいりましたが、評価のための基礎とな

る第５期総合計画は行政評価を意識、連動させた体系や組み立てとはなっていないことか

ら、目的や指標の設定などにも苦慮しながら、第６期総合計画の策定に向けた課題の検証

などを進めてまいりました。

評価の結果につきましては、良好との評価が多く見られますが、良好との評価におきま

しても事務事業評価においては今後の方向性、そして課題なども検討され、また施策評価

においては意見として課題なども取り上げられていることは、これまでの行政評価を通じ

て課題意識や改善意識が養われてきているものと考えております。第６期総合計画の策定

に当たりましては、評価の結果だけではなく意見なども踏まえ、総合計画審議会委員と職

員とが意見を交わしながら目指すまちづくりについて協議を進めていくこととしておりま

す。第６期総合計画の策定方針につきましては、施策の目標や実現するための手段を掲げ

てわかりやすく、また各施策に成果目標などを設定し、各事業の取り組みがどのように貢

献したかを図ることのできる総合計画とすることとして、審議会などで協議を進めている

ところでございますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長 北谷文夫君 小黒弘議員の２回目の質疑は、休憩後に行います。

１０分間休憩いたします。

休憩 午前１０時５２分

再開 午前１１時０１分

〇議長 北谷文夫君 休憩中の会議を開きます。

一般質問を続けます。

小黒弘議員の２回目の質問を許します。

小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 今病院の局長のほうから、いろいろな売店等の関係の答弁があったわけ

ですけれども、実に地元の方々が聞いていれば本当に情けない答弁だったなというふうに

思われているのではないかと思っているのですけれども、つまり売店、自動販売機をどう

して市内限定を外したのかというところなのですけれども、患者さんの要望はコンビニ的

な様式で、価格が安価で、しかも入院患者にとってよい事業所を求めていて、かつ売店ス

タッフの人材育成がちゃんとできていて、サービスというのは病院のイメージづくりなの

でというお話がありましたね。つまり市内には、そういう店はないと言っているのですね。

そういう言い方って本当にいいのかなと私は思うのです。当然事務局長の答弁は、市長も

見られていると思うのです。病院だけが勝手に答弁しているわけではないと思いますので、

これは市長はそういう人ではなかったとずっと信じてきているのですけれども、つまり地

元の経済や何かをとても大切にする方だというふうにこれまでは思ってきていました。現

実に市立病院の建てかえのときには、病院のほうは大手のゼネコン１社でやったほうが安
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く上がるというものをわざわざ分離分割発注して地元の企業にも仕事が回るような、そう

いう方法を考えていただいているのです。今回の売店は地元、市内に及ぼしている影響は

とても大きいのです。

僕は、久しぶりですけれども、質問をする前に多くの方々から電話をもらったり、多く

の方々とお話ししたというのは今まで余り経験なかったのですけれども、今回はとても多

くの皆さんからそういう話を伺っているのです。どういう話かといったら、私たちは合併

のときでもそうだったけれども、空知太に市立病院が移転するかもしれないというときに

は、あの農協アイアイに垂れ幕をかけて、何とか現在地でやってくれと言ってきた。それ

から、中心市街地の関係にしても本当に協力してきたと。しかも、日常のいろいろなまち

づくりについても協力してきたつもりだったのだけれども、どうしてこういうふうなこと

をされてしまうのだろうという声がほとんどでした。

何でも結果というのは理由があるから、原因があるからだと思うのですけれども、先ほ

ど聞いたように今回公募型プロポーザルを３業種についてやったわけですけれども、１つ、

売店はまさに市内限定を外して全国どこからでも来ていいですよと。ただ、１つの参加要

件、大きなですけれども、小売業について１年以上の業務経験があればいい、あとはどこ

からでも構いません。それから、食堂と、それから理容室については市内、砂川市内に本

店、支店、営業所、個人は砂川市内に所有を、住所を有することと。これによって結果は

当たり前のごとく、先ほども聞いたように売店は市内は１、市外は５、この市外の５の中

身を僕はそれなりに調査していますけれども、巨大な資本ですよ、みんな。とてもではな

いけれども、月に１９１万円の家賃と言ったら変ですけれども、これを払ったり、自販機

４１％病院に払うというのです。こんなもの市内ができるわけないのです。絶対できませ

んよね。こういうことがこれからも本当にいろいろな場面で行われていくのかということ

なのです。一番今まちは、もう失望と不安がいっぱいと。大げさではないのです。こんな

本当に雰囲気になっているのです。これからもこういうことが行われるのではないかと。

もう一つは、新病院になったときに今までの入院患者への給食もこれ大手企業になってし

まって、食材や何かもみんな市内ではなくて市外から持ってくるのではないかとか、もう

大変な心配が渦巻いています。これは、どこが原因かというと先ほどの売店の関係だった

のです。これここまで病院がやるということは、ほかのこともどんどんこうやってやって

きて、市内の商業界つぶれてしまっても構わないという話になっているのではないのだろ

うかという、そういう声までも今聞こえています。

不思議だと思うのは、売店はこういうふうにして、食堂なんかはもちろん市内限定にし

たのですけれども、さらに営業条件の中で食材の調達は可能な限り地元業者を活用するこ

とと。余りにもこの条件設定が違い過ぎるのですよね。一体どうやって考えて、基本的に

こういうことを考えているのかというのが私も今理解しかねるのですけれども、つまり建

設関係の競争入札では、うちは市内限定の制限つき競争、一般競争入札を取り入れていま
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すのもまさに市内限定なのですよね。この食堂、理容室はそうですよね。売店だけがなぜ

かオープンでやってしまったのです。さっきも言ったように、結果はこういう結果になっ

ているということなのです。市長、これからもこういうふうなことというのはやっぱり行

われていくのでしょうか。市長のお気持ちはそうなのでしょうか。先ほども言ったように、

今後入院患者への給食の関係とか、あるいは食材の関係というのもまだまだたくさんあり

ます。それから、今回の補正予算にも出てきましたけれども、什器、備品も本当は最初５

億だったのですけれども、いつの間にか４億に減らされていましたけれども、いずれにし

ても大きなまだこの新病院が建設するまでに動くお金はあるのですけれども、こういうこ

ともすべてこれからはオープンな自由競争という形でやっていかれようとしているのかど

うかなのです。これは、もう市長にきちっとお答えいただかなかったら、市内の本当に皆

さん方は不安でいっぱいですから、そういう意味ではぜひここの辺はお答えをいただきた

いというふうに思っています。

先ほどの結果を見ても、道内の大資本は別にここで損してもほかでもうけていれば大丈

夫だというくらい大きな企業なのですよ、今回入札に参加してきている企業というのは。

それと、本当に中小どころか、本当に弱い弱い地元の商店が、ここがたとえ少しまとまっ

たにしたってとても太刀打ちなんかできるわけがないのです。それを太刀打ちしろという

こと自体が、僕はもうその条件設定をした段階で無理だということを言っているような私

は感じがするのです。これから砂川市は、そういうことでいいのかどうか。極端なことを

言ったら、新しい病院はしっかりと建った。だけれども、地元の企業はどんどん少なくな

っていく。こんなことで、僕らが望んだ砂川市立病院の建てかえだったのかどうかという

ことを今はお伺いしたいのです。ぜひ市長からのお答えをお願いします。

行政評価について、次にいきますけれども、こちらも僕は同じような感覚でとらえてい

るのですけれども、第６期総合計画が今もうすぐ始まってくるのですけれども、まさに総

務部長おっしゃったように前期の第５期総合計画の事業評価、行政評価、これをちゃんと

しなければ次の１０年間のステップが踏まれないということは当然なのです。ところが、

これまだ総務文教委員会にも報告されていないとは思うのですけれども、ことしの５月に

行政評価報告書というのが出されています。これを手に入れて見てみると、何とびっくり

するような、すべてほとんどが良好でございまして、本当に第５期総合計画ってそんなに

反省するべき点もなく、見直す点もなく、すべてが良好だったのかというふうに私は思う

のです。そこがちょっと市民感覚とずれているのではないかなというところなのですけれ

ども。

市長は、私の６月の一般質問にこのように答えているのですけれども、自分としては責

任ある執行側として砂川のまちというのをこれからどういうふうにしていかなければなら

ないかということを考えていかなければならない。これは、スマートインターのことでの

僕の質問に対する市長の答弁なのですけれども、もう既に観光協会ができて１０年もたっ
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ているのだけれども、観光に振り向けたお金はそれほどではないのだと。これからもこれ

からのまちづくりでどうやって生きていくのかということが観光開発や商工振興にとって

とても大事なので、第６期総合計画でその辺をきちっと検討していかなければいけないと、

こういうふうにおっしゃっているのです。ところが、この行政評価では観光協会の事業と

いうのは良好なのです。この前の言っていたスイートロードの話もあったのですけれども、

そちらのほうもこれすべて良好なのです。良好ならやめなくてもいいわけで、だけれども

予算はもうなくなってしまっているとか、どうも市長の考えていらっしゃることと部課長

の皆さんが考えていらっしゃることに乖離があるような私は気がしてしようがないのです

けれども。

実は、これ観光協会というところには年間約１，０００万弱、１，０００万と言っても

いいのですけれども、市長これ１０年かけたら１億円かけてきたのですよね。１億円かけ

てきたのだけれども、本当にお金を十分かけてきたかというと、それほどでもないとおっ

しゃっている。ところが、この評価を見ると良好だということになっているのです。つま

りこれ見直しようがないということなのです。良好なものをどう見直すのという話ですよ

ね。私は、ここは絶対見直さなければいけないことだ、ところだと思っているのですけれ

ども、実は。今のまんまでは、砂川の観光というのはなかなかうまくいかないなというふ

うには思っているのですが、どうもそのようには部課長の皆さんは評価としては考えてい

らっしゃらないように今回のは出ています。そういう点がいろいろとこれあるのです。

施策という面でもほぼ全部が良好になっていますけれども、例えば工業を１つ挙げてみ

ましょうか。砂川の人口に歯どめかけるには、企業誘致が最重要課題なのだけれども、こ

の土地開発公社の経営改善の対策とともに道工業団地に１社誘致できたことは評価できる

とか書いてあるのです。毎年６，０００万円ずつ土地開発公社に一般会計から入っている

のに、１社誘致できたから評価できるなんて話が一体どこから出てくるのですかね。これ

ならこれでいいのではないのという話になるわけですよね。では、そのまんまで第６期に

突っ込んでいくのですか。僕は、とてもではないけれども、これで突っ込んでいけるとは

私は思いません。

もう一点だけ、具体的な例を１つ挙げます。南１丁目線の整備事業なのですけれども、

こちらはここの事業評価でどういうふうに書かれているかというと、まさに二重丸なので

す。この整備事業は上がっている、そして今後の方向性というところでは完了と書いてあ

るのです。これ何なのですか。南１丁目線というのは、あのＪＲのガードのところですよ。

南１丁目整備事業はもう完了したのですね、市長。では、何で……いや、これ一つ一つ挙

げていけば百何十事業ありますから、いろいろなお話ししたいことはありますけれども、

きょうは時間もないので、お話はしませんけれども、だけれどももう第５期総合計画は終

わる段階に来ています。そして、第６期に向けての行政評価、先ほど総務部長が言われた

こと、全く当然だと思うのです。これまでやってきたものをちゃんと評価してやっていか
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なかったら次の１０年にいけない。先ほど言いましたけれども、その基本になる行政評価

が今僕何点か挙げましたけれども、それだけでも私が考えても多分一般の市民の皆さんが

考えても、ええっというところがたくさんあるのです。では、これをもとにして第６期総

合計画を今の市長がつくられますから、このつくられていった結果というのは一体どうな

ってしまうのかなというふうに、今、私は心配をしております。この辺のところというの

は、整合性はどのように考えていったらいいのかを質問いたします。

〇議長 北谷文夫君 副市長。

〇副市長 小原幸二君 （登壇） 私のほうから、病院の売店、自販機等にかかわる基本

的な考え方を申し上げたいと存じます。

先ほど小黒議員さんの市内に市立病院の売店、自販機を経営する事業者がいないという

ようなお話もありましたけれども、決してそういう考え方ではございませんし、また市内

経済に及ぼす影響という部分についても十分私どもは考えております。そんなような状況

の中で、１つしっかりお考えいただきたいのは、市立病院という一つの医療機関の中に入

る売店、自販機というような状況でございます。これについては、病院については最善の

医療機器で最善の医療行為をするという部分については、当然その病院の一義的なもので

もあります。そして、さらにその中にも病院に来る、来院される患者さん、そしてはさら

に入院患者さん、見舞い客、付き添いの方、それぞれにやっぱりサービス的な部分での満

足をいただける病院でなければならないというふうにも考えてございます。そんなような

視点、観点から病院の売店、自販機に市外業者を排除したという関係でなくて、いかに来

院される方々に満足いただけるかというような部分で、去る４月にそれぞれの来院される

方々からアンケートを徴収したというような状況がございます。そんなようなことの中か

ら最大品質、品質でなくて商品の要するに多様性と申しますか数等々、数という部分の要

するに要望もありますし、品数の要望もありますし、さらには安価でというような要望も

ございました。そんなような状況を含めた中で、結果的に市外も含めた公募型プロポーザ

ルと、こういう形にしたわけです。それと、病院の内部だけでなくて、客観的、公平的な

立場から見る上でも市の職員を２名入れたと。当初は、市の職員は入っていなかったわけ

ですけれども、市の職員もプロポーザルの選定委員会に２名参加させたというような経過

がございます。

そんなような状況で、先ほど小黒議員さんのおっしゃられる中で、売店の使用料の関係

で１９１万、それから使用料の提案率４１％というような部分でお話がありましたけれど

も、基本的にこのプロポーザルの内容を、要するに内容をしっかり審査したというような

状況の中で、内容については１９項目ほどの要するに内容を審査してございます。この内

容については、取り扱い品目及び価格、さらには従業員の管理体制、病院利用者、職員へ

のサービスの付加、さらには清掃、病害虫予防駆除等の衛生管理方法、さらには自由提案、

そして使用料提案というような状況にもありますし、本件業務への取り組み姿勢という部
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分がございます。この使用料提案については、これは売店の使用料の基本額という部分で

は、この１９目全部ひっくるめて１人のプロポーザルの選考委員さんの持ち点は１１０点

でございます。５人のプロポーザルの選定委員さんがおられるわけですから、５５０点で

満点というような形になりますけれども、この使用料提案の中身を入れなくても今この選

定された業務、要するに業者の方がトップであったと。これは、取り扱い品目、従業員の

管理体制、それからサービス、清掃、病害虫の駆除、自由提案というような形があります

けれども、いずれもトップであったと。トップでなかった部分が２点ほどありますけれど

も、これはいずれも２番目というような状況にございます。そんなような状況の中から、

やはり前段申し上げた病院にいらっしゃる方、患者さんを含めていらっしゃる方にいかに

やっぱり満足してお帰りいただくかというような部分を第一義的にやはり考えざるを得な

いというような状況の中で、プロポーザルを実施して選定をしたというような状況でござ

いますので、ご理解をいただきたいというふうに考えますし、また今後もこういうこと、

こういう方向でいくのかというようなことでございますけれども、決してそういう考え方

はございません。今現在病院の給食等々に入っている食材等々についても、当然地元食材

を可能な限り入れてもらうというような部分もございます。

それと、今この最優秀提案者になられた業者については、地元商品の専用コーナーも設

けるというようなお話もありますし、さらには入院患者向けに売店に来られない方につい

てはワゴン、配達サービスも行いたいと、このような提案もございます。さらに、店内に

パン工房を設置して焼きたてパンを提供するというようなお話もございます。まだたくさ

んございますけれども、そんなような形の中で地元の食材等々についてもそれぞれ売店の

中で販売をしていただけるというような状況も一つにはございます。

そんなような状況と、さらに市内限定というような部分で、市内限定を外してしまうの

かというようなお話もありましたけれども、実は昨年の５月でございます。２０年の５月

でございますけれども、公正取引委員会の要するに事務総局でそれぞれ報告書を出してい

るのですけれども、公共調達における改革の取組・推進に関する検討会の報告という部分

が実は出ております。この部分について若干ちょっと読み上げますけれども、公正取引委

員会は地域要件の設定については、従来から発注機関において地元業者の受注の機会の確

保にとどまらず、結果の確保まで配慮された運用が行われる場合は、地元業者の競争的な

体質を弱め、地元事業者の健全な育成を阻害する結果となってしまうものと考えられる。

地域要件については、一定数以上の事業者の入札参加が期待できる場合に課すなど、入札

参加者の固定化の防止や十分な入札参加者の確保に配慮した運用が必要であると、こうい

う実は報告書が出ております。そんなような考え方から、地元の事業者が一定数の入札に

参加するというような形があれば、当然これは地元優先というような形に持ってまいりた

いと考えておりますけれども、地元に参加する事業者がもしいないような状況であれば、

これは地元限定、制限つきの一般競争入札という部分については少し考え直していかなけ
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ればならないのかなというふうに考えております。そんなような状況で小黒さん、小黒議

員さんの言われる部分については、あくまでも地元企業という部分を視点に考えた部分、

それから市内全体という部分を考えた部分かと思いますけれども、私どもはあくまでもこ

の病院に来院される患者さん、見舞い客、付き添いの方、そして入院患者さんを中心にそ

れぞれ満足いただけるというような部分を重点に考えたということでご理解をいただきた

いというふうに考えます。

〇議長 北谷文夫君 総務部長。

〇総務部長 善岡雅文君 行政評価について、私のほうからお答えを申し上げます。

事務事業、それから施策について、全部良になっているではないかということで、この

結果については我々もこれを了としているわけではございません。以前に沢田議員の質問

の中であったのでございますけれども、この第５期総合計画自体がまだ行政評価が導入さ

れていなくて、これを施策レベルへ入れて本当にできるかどうかわかりませんと。でも、

第６期につなげたいのでやってみますと。その中で、これは原則公表していきたいと。

それで、小黒議員に反論するわけではないのですけれども、観光協会についても了とは

していますけれども、その方向性の中ではきちんと行政の意見を入れてございますし、南

１丁目線もこれは２０年度までの事業ですから委託料しか組んでございません。だから、

事務事業ですから、委託料がそのまま執行されて成果が出ていれば、それは事務事業単体

では了とせざるを得ないというのがありますので、ご理解を願いたいと。

そこで、我々が今民間から選ばれた審議会委員さんと論議しておりますのは、このよう

な結果、これは正直に申し上げて我々もこれを了としていないと。ただ、こんな問題もあ

り、あんな問題もあるのだと。例えば一例を挙げれば、第５期総合計画では施策がどうい

うふうに書かれているか。農業の振興、それから一体どんな農業を目指したのだろうかと

いうのが市民にも我々にもわかりづらい計画案なっているのだと。そうしたら、砂川市の

農業、一例ですけれども、例えば米、それからタマネギ、トマトの生産高というか、それ

が特徴となっていると。それらを踏まえながら、砂川市はどんな農業を目指したらいいの

だろうかと。それを動きを分析しながら、６期の中でどんな施策にしたらいいのだろうか

と、砂川市の特徴を生かした施策のうたい方、市民がわかりやすい施策にして、その施策

に基づく成果指標、例えば新規就農者の数がふえたのだろうか、または認定の農家者数が

ふえたのだろうかと。そういう指標を設定しながら、みんなでわかるような、方向性がわ

かるような総合企画をつくりたいというのが我々の目標でありまして、議員さんにもその

ように申し上げて、行政でこういう結果を出しているけれども、課題も十分、こういう課

題もあるのですと。その中で、みんなにわかりやすい総合計画をつくっていきたいなと。

もう一例挙げれば、ちょっと時間あれなのですけれども、もう一例挙げれば、例えば総

務部の関係でいいますと地域コミュニティーの推進または民活の推進、それから市民参加

とございます。これは、第５期の時点では恐らく１０年前ですから、こういう状況にあっ
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たのだろうと思います。それで、地域コミュニティーは相変わらず重要な政策になってく

るだろうと。だけれども、民間の委員さんと話していると本当に市民参加というのが施策

の中でいいのだろうか。例えば協働というのが今出てきまして、それが重要視されている

中では協働というのが施策に出てきて、市民参加はその下に連なる基本事業なりでいいの

でないでしょうかと。例えば協働という施策があれば、その下に市民参加があったり、男

女共同参画があったり、民活、こういう形のほうが民間の予算も、そういうほうが時代に

マッチしていますよねと言われるのも今の時代の流れでいけば、そういう方向のほうがい

いでしょうかねというところを民間の委員さんとともに施策レベルからつくっていきたい

と。

５期のときには、基本構想の部分で終わったのですけれども、第６期についてはそうい

うところから事業を見ながら施策を民間の人とともにつくっていきたいというのがござい

ますので、個別の事業の中では確かに委員おっしゃられるとおり良好としか出ていないの

もありますけれども、今の事務事業の評価ではそれが執行されてある程度の指標、活動指

標が前年より上回っていたり、いれば良好としか出てこないと。だから、我々が目指すの

は、今は第６期では施策評価ですけれども、本来は市長の掲げたまちなか居住みたいに政

策レベル、いわゆる行政が交流センターをつくりました、病院を真ん中につくりました、

それからまちなか居住のためにハードでは公営住宅、また道営住宅を導入してまちなかの

人口をふやしたいと。ハードについては当然行政の役割です。そして、もう一つ、ソフト

面ではハートフル住まいるで中心街に住む人の家の改修には補助を出しましょうと。また

は、駅東部の交流センターのＮＰＯ法人、民間の人たちが運営をしていただいている、こ

れもソフト事業です。さらに、もう一つはスイートロード事業、これらが一体となって、

例えばまちなか居住が進んで、まちなかの人口がふえただとか、まちなかの通行量がふえ

ただとか、または商店街の売り上げが総体ふえたと、そういう指標が設定できれば市長の

政策はこれでよかったなと市民にもわかると思うのです。そういう究極は政策評価なので

すけれども、まだまだそこまでいかないものですから、第６期に向けては施策評価、ここ

で何とか市民にわかりやすい総合計画をつくっていきたいというふうに考えておりますの

で、不満足でしょうけれども、ご理解を願いたいというふうに思います。

〇議長 北谷文夫君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 前の質問の吉浦議員が優しく説得するような質問で、いい質問だなと思

っていたのですけれども、そういうふうにしようと実は思っていましたけれども、なかな

かそうはいかないのですね。行政評価の関係は、つまり総務部長が言いたいのは、第５期

総合計画ではちゃんとした行政評価ができるようになっていなかったので、このぐらいの

行政評価の報告書しかできなかったと。だけれども、今度はそうではなくて第６期はちゃ

んとやるのだということを言っているということですね。違うの。いっぱいしゃべってく

れたけれども、そうとしか聞こえなかったのだけれども。
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〔何事か呼ぶ者あり〕

いや、いいわ。わかりました。では、第６期で頑張ってください。ただ、こういう書き

方したら、みんな誤解すると思いますよ、これを見た市民は。これ行政の内部だけの話で、

みんな自己満足するのならいいですよ。だけれども、すべてが良好だとか了だとかという

ことになっていったら、ではどこを見直して次に進んでいこうかということが何もわかっ

てこないのではないかと私は思うものですから、でも第６期は総務部長しっかりやってい

くということを今言われたので、期待していますので、頑張ってください。

それで、病院のほうなのですけれども、何で市長が答えてきてくれないのかなと思うの

は、市長は病院の最高責任者なのです。今議会で２回目でこれ今言っていますけれども、

市長の思いによってこの市立病院をどうしようかということが決められる方なのだと私は

思っているのです。先ほど事務方のトップである副市長と言ったら失礼かもしれませんけ

れども、何で公共調達の報告の話を今しなければならないのかなと思うのです。つまり地

元企業では競争が起こらない可能性があったので、今回のこういう売店はこういう結果に

したのですということを言いたかったのだと思うのです。それも違うのですか。何だかよ

くわからないな。では、最初からどうして地元の競争が起こらないかと判断ができるので

すかということなのです、私が言いたいのは。前だって市長、やったではないですか。ま

ず、こうやってやってみて、これがだめだったらもうちょっと枠を広げようということや

りましたよね、建築のときに。僕が言うのは、きょうは傍聴で商業界の方々はほとんど来

ていらっしゃらない。本当は僕がこの質問をするのだから、この傍聴席満員になってくれ

るぐらいではなかったら僕は困ると思っているのだけれども、遠慮がちの商工業協会の方

なのだと思うのですけれども。ただ、今回のだってもう少し早くこれをやれれば、まず地

元、市内限定でやればいいではないですか。それで、仮に１社だったら、それは競争にな

らないのです。その後で皆さん、これ競争にならないのだから、もう少し広げますよねと

やったってちっとも構わなかったでしょう。だって、今までやっているのですもの、そう

いうこと。でも、今回はもう一発ですよ。どんと来たのですよね。

副市長おっしゃっていましたけれども、それはとてもではないですけれども、今回決ま

った売店の企業は資本金９，０００万の全国展開の大企業ですね。ほかにももう上場して

いる大企業も入っています。ここと本当にうちのこのまちが競争できるかといったら、こ

れは市長、ちょっと無理でしょう、やっぱり。だけれども、私は地元の方々にも頑張って

いただきたいです。地元の方々だって１人では無理なら、いろんな業種が重なっていけれ

ばコンビニと同じようなことはできるかもしれない。ただ、こうやって一発で公募型プロ

ポーザルをぼんと出されてしまったら、その準備もできないし、どういうふうにやってい

ったらいいのかわからないというところも僕は現実だったと思うのですよね。そういう意

味からも含めて、もうこれは決まったのだし、この業者さんにやめてくれというわけにも

いかないし、それからある程度地元の商品なんかも取り扱ってくれるようなお話も出てい
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るようなので、ここはもうしようがないと思っているのですが、もうこうなったら市長に

お願いするのですけれども、もうお願いですよ。これからいろいろなことがあります、ま

だこの新病院に向けて。さっきも言ったように食材の関係だったりとか、什器だとか備品

だとか、まだ何億ものビジネスチャンスというのですか、商売の機会があるのです。何と

か地元の皆さんの商売になるように考えてあげてください。市長、ここでやっぱり地元の

皆さん方、安心感を出させてあげてください。お願いします。

〇議長 北谷文夫君 市長。

〇市長 菊谷勝利君 （登壇） 私のほうから答弁をさせてもらいたいと思うのですけれ

ども、私は平成１１年に市民の負託を受けて市長という任務を遂行してまいりました。そ

の中で特に重点に置いたのは、できれば市税を使って公共投資をする、それに対応できる

商工業者があれば地元に発注をしたいと。競争の原理がそこに働いてということで、それ

を投入して今日までやってまいりました。病院は、今小黒議員さんおっしゃったとおりで

あります。

今回の病院の売店、食堂、理容、この３業種があるのでありますけれども、私が言って

いるのは本当にこの３業種のうちで地元限定でやれるものはまずないのかと。これを前提

にしてやったら、これは食堂は十分市民の要望にこたえられる、そういう業種もあるので

すよと。理髪もそうですと。ただ、アンケート調査をやった中では、なかなか売店に対す

る患者さんの目は厳しいものがありますよということなのです。これは、議会でも言われ

ているのでありますけれども、もちろん市民も言っているのでありますけれども、病院が

新しくなったからといって、それだけ市民は期待しているのではないと。病院が新しくな

ると同時に、そこにあるすべてのものが新しい対応の中でどう市民サービスを構築するか

が大事だと。もちろんお医者さんも新たな気持ちで患者さんに親切な気持ちにならなけれ

ばならない、同時にまた事務職員もそうだと。さらにまた、売店についてもそういうこと

だと。

小黒議員さんには、相当市が悪いという電話があったようですけれども、私のところは

そういうのは一件もありませんでした。逆に、市長よと。患者さんの、言ってみれば入院

患者、うちは３割を切っている状況であって、言ってみれば全道的な患者さんが来ている

よと。したがって、患者さんそのものも必ずしも病院が、砂川の病院が初めてではなくて、

それぞれ地域の病院で入って、売店を含めてどのような親切接遇をしているか見ているの

だよと。したがって、逆に言えば今回は思い切ったねという声も実はあるのです。ただ、

私は基本的には地元業種という考え方でありましたけれども、そういうアンケートの関係

あるいは病院にお勤めている正規職員、臨時職員等の意向も十分聞きますと、この際はや

むを得ないのではないかということで、売店については一般公募したということなのです。

ただ、私はこれから今言ったように什器の問題、備品の問題等については、今担当者に

もよく言っているのでありますけれども、何とか地元を窓口にできて、そして例えば机、
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いす等が購入できないのか。それらについては、地元優先的な立場で入札をしてほしいと

いうことで今しておりまして、十分今後検討してそれをしていきたいというふうに思うの

です。ですから、ちょっと副市長も言い足りなかった点もあると思うのですけれども、た

だ、今１つ困っているのは、病院ではありませんけれども、建設業関係でもいろいろな業

種がありまして、だんだんこのような厳しい状況になって、その業種の中でも少なくなっ

ていって、競争ができない実は業種も生まれてきているということなものですから、それ

らについては今後また検討しなければならないことあるのですけれども、小黒議員がおっ

しゃるように努めて競争の原理が生まれて、地元の税は地元に発注をしてそれを使ってい

ただくということは一つも変わっていないので、お褒めにさせていただいたので、その気

持ちをずっと持っていただいて、決して市民に背を向けるような行政執行はしていかない

ということでご理解をいただきたいと思うのです。

〇議長 北谷文夫君 一般質問は、これですべて終了いたしました。

午後１時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時４５分

再開 午後 １時００分

〇議長 北谷文夫君 休憩中の会議を開きます。

◎日程第２ 議案第７号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

〇議長 北谷文夫君 日程第２、議案第７号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更

についてを議題とします。

提案者の説明を求めます。

総務部長。

〇総務部長 善岡雅文君 （登壇） 議案第７号 北海道市町村職員退職手当組合規約の

変更についてご説明をいたします。

変更の理由は、北海道市町村職員退職手当組合の構成団体である上湧別町と湧別町が平

成２１年１０月５日に合併し、これに伴い構成団体の両湧別町学校給食組合が解散、脱退

するため、本規約を変更しようとするものであります。

改正内容につきましては、新旧対照表により説明を申し上げますので、３ページをお開

きいただきたいと存じます。左が現行、右が改正後となっております。別表、網走支庁管

内の項中、上湧別町、湧別町を削り、大空町の次に湧別町を加え、同表の項中、両湧別町

学校給食組合を削るものであります。

附則といたしまして、この規約は、地方自治法第２８６条第１項の規定による総務大臣

の許可の日から施行するものであります。

以上、よろしくご審議をいただきますようお願いを申し上げます。

〇議長 北谷文夫君 以上で提案説明を終わります。
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これより議案第７号の質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第７号の質疑を終わります。

続いて、議案第７号の討論に入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第７号を採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり可決されました。

暫時休憩します。

休憩 午後 １時０２分

再開 午後 １時０３分

〇議長 北谷文夫君 会議を再開します。

◎日程第３ 議案第８号 砂川市教育委員会委員の任命につき同意を求めること

について

〇議長 北谷文夫君 日程第３、議案第８号 砂川市教育委員会委員の任命につき同意を

求めることについてを議題とします。

提案者の説明を求めます。

市長。

〇市長 菊谷勝利君 （登壇） 議案第８号。ただいま上程をいただきました砂川市教育

委員会委員の任命についての同意を求める案件でございますけれども、現委員でございま

す柴田良一氏は平成２１年９月３０日をもって任期が満了となりますので、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定に基づきまして、次の者を任命をいたし

たいと存じます。

引き続きまして柴田良一氏にお願いしたいと存じますので、よろしくお願いをいたしま

す。

なお、履歴につきましては裏面に記載のとおりでございますので、よろしくご審議の上、

ご同意をお願いをいたしたいと存じます。

〇議長 北谷文夫君 これより議案第８号の質疑、討論を省略し、直ちに採決します。

本案を、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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ご異議なしと認め、本案は同意することに決定いたしました。

暫時休憩します。

休憩 午後 １時０５分

再開 午後 １時０６分

〇議長 北谷文夫君 休憩中の会議を再開します。

◎日程第４ 議案第９号 砂川市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意

を求めることについて

〇議長 北谷文夫君 日程第４、議案第９号 砂川市固定資産評価審査委員会委員の選任

につき同意を求めることについてを議題とします。

提案者の説明を求めます。

市長。

〇市長 菊谷勝利君 （登壇） 議案第９号。ただいま上程をいただきました砂川市固定

資産評価審査委員会の委員の選任についての同意を求める案件でございますけれども、現

委員でございます菅原英雄氏は平成２１年９月３０日をもって任期が満了となりますので、

地方税法第４２３条第３項の規定に基づき、次の者を選任いたしたいと存じます。

引き続きまして菅原英雄氏にお願いしたいと存じますので、よろしくお願いをいたしま

す。

なお、履歴につきましては裏面に記載のとおりでございますので、よろしくご審議の上、

ご同意をお願いをいたしたいと存じます。

〇議長 北谷文夫君 これより議案第９号の質疑、討論を省略し、直ちに採決します。

本案を、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、本案は同意することに決定いたしました。

◎日程第５ 議案第１０号 平成２０年度砂川市一般会計決算の認定を求めるこ

とについて

議案第１１号 平成２０年度砂川市国民健康保険特別会計決算の認

定を求めることについて

議案第１２号 平成２０年度砂川市下水道事業特別会計決算の認定

を求めることについて

議案第１３号 平成２０年度砂川市老人医療事業特別会計決算の認

定を求めることについて

議案第１４号 平成２０年度砂川市介護保険特別会計決算の認定を

求めることについて
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議案第１５号 平成２０年度砂川市後期高齢者医療特別会計決算の

認定を求めることについて

議案第１６号 平成２０年度砂川市病院事業会計決算の認定を求め

ることについて

〇議長 北谷文夫君 日程第５、議案第１０号 平成２０年度砂川市一般会計決算の認定

を求めることについて、議案第１１号 平成２０年度砂川市国民健康保険特別会計決算の

認定を求めることについて、議案第１２号 平成２０年度砂川市下水道事業特別会計決算

の認定を求めることについて、議案第１３号 平成２０年度砂川市老人医療事業特別会計

決算の認定を求めることについて、議案第１４号 平成２０年度砂川市介護保険特別会計

決算の認定を求めることについて、議案第１５号 平成２０年度砂川市後期高齢者医療特

別会計決算の認定を求めることについて、議案第１６号 平成２０年度砂川市病院事業会

計決算の認定を求めることについての７件を一括議題とします。

各議案に対する提案者の説明を求めます。

総務部長。

〇総務部長 善岡雅文君 （登壇） 議案第１０号 平成２０年度砂川市一般会計決算の

認定を求めることについてご説明申し上げます。

初めに、決算の概要についてご説明を申し上げますので、３ページをお開きいただきた

いと存じます。一般会計の歳入総額は１１０億９，７０３万５，７２１円、歳出総額は１

０８億４，７１４万７，９０３円で、差し引き２億４，９８８万７，８１８円の剰余金を

生じる決算となったところでございます。

次に、歳入の構成比を見ますと、自主財源は全体の３８．３％で前年比４．２％の減、

依存財源は６１．７％で前年比４．２％増となっております。なお、自主財源及び依存財

源の主な内訳は記載のとおりでありますが、２６４ページに決算の財源推移として資料を

添付してございますので、後ほどご高覧をいただきたいと存じます。

次に、歳入決算額の対前年度比較でありますが、３ページの市税から４ページの市債ま

で、主な増減理由を付して記載しておりますので、内容につきましては説明を省略させて

いただきますが、全体的に申し上げますと公的資金補償金免除借換債の発行による市債の

増を初め、地方交付税、国庫支出金、財産収入などがそれぞれ増加しており、用地買収費

や旧市民会館、福寿園解体などの普通建設単独事業費の減少による繰入金、諸収入の減、

景気後退による市民税、地方消費税交付金の減のほか、道支出金、繰越金などが減少して

おりますが、歳入総額では前年度と比較して１億４，２１８万６，６９７円の増となった

ところでございます。

次に、歳出決算額の対前年度比較、性質別についても４ページ、人件費から５ページ、

普通建設事業費まで主な増減理由を付して記載しておりますので、内容につきましては説

明を省略させていただきますが、全体的に申し上げますと繰上償還の実施による公債費の
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増を初め、病院会計、後期高齢者医療会計への繰り出しによる繰出金の増のほか、扶助費、

積立金などが増加しており、用地買収費など普通建設単独事業費の減、行政改革の実施な

どによる人件費の減のほか、物件費、補助費等貸付金などがそれぞれ減少しておりますが、

歳出総額では前年度と比較して９，７８８万９，５４９円の増となったところでございま

す。なお、２６５ページに歳出性質別決算の推移について資料を添付してございますので、

後ほどご高覧をいただきたいと存じます。

次に、５ページの主な財政分析指標の推移でありますが、初めに経常収支比率につきま

しては、毎年度継続して恒常的に収入され、かつその使途が制限されない市税、地方譲与

税、普通交付税などの経常一般財源収入が経常的に支出しなければならない人件費、物件

費、公債費等の義務的経常経費にどの程度充当できるかを示したものですが、この率が高

いほど財政の弾力性が乏しいこととなります。

次の財政力指数でございますが、普通交付税算定における基準財政需要額に対する基準

財政収入額の割合の過去３年間の平均値を示したものであり、この率が１００％に近いほ

ど普通交付税の交付率が低く、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に

余裕があるということになります。

次に、公債費比率でございますが、この率は標準財政規模から災害復旧費等として交付

税に算入された公債費を除いた額に対する地方債の元利償還金から元利償還金に充当した

特定財源と災害復旧費等として普通交付税の基準財政需要額に算入された公債費を除いた

額の割合であり、地方債発行規模の妥当性を判断するための指標として、その率が高いほ

ど公債費の負担が重く、財政構造が硬直化していると判断されるものであります。２０年

度は、１９年度と比較して１．８％減の２１．３％となったところでございます。

また、起債制限比率でございますが、先ほどの公債費比率の積算額から基準財政需要額

に算入された事業費補正の公債費をそれぞれ除いた額に対する割合の過去３年間の平均値

であり、２０年度は１９年度と比較して０．４％減の１６．５％となったところでござい

ます。

以上、２０年度一般会計決算の概要について申し上げましたが、６ページから１４ペー

ジには一般会計歳入歳出決算書、１５ページから１８ページには一般会計歳入歳出款別決

算内訳書、１９ページから２６０ページには予算書に基づく一般会計歳入歳出決算書事項

別明細書、２６１ページには実質収支に関する調書、２６２ページから２７７ページには

各表に基づく一般会計決算説明書、５２９ページから５３５ページには財産に関する調書

を添付してございますので、ご高覧をいただき、よろしくご審議をいただきますようお願

いを申し上げます。

〇議長 北谷文夫君 市民部長。

〇市民部長 井上克也君 （登壇） 私から議案第１１号、１３号、１４号、１５号の４

議案についてご説明申し上げます。
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初めに、議案第１１号 平成２０年度砂川市国民健康保険特別会計決算の認定を求める

ことについてご説明申し上げます。

決算書の２７８ページをお開きいただきたいと存じます。決算の概要でありますが、初

めに一般概要について申し上げます。平成２０年度の財政運営は、後期高齢者医療制度の

創設や医療制度改正により被保険者数の大幅な変動があり、財政健全化に対処することを

基本として保険税率の改正を行い、運営したところであります。昨年に引き続き経営姿勢

が認められ、特別調整交付金１，８００万円の交付があったところであります。給付状況

では、一般分の療養給付費で１３億７，９１２万３，７５０円、高額療養費で１億７，７

１３万７，７４９円、退職者の療養給付費で１億４，９７３万７，３８２円、高額療養費

で２，０４６万９，３８２円となり、保険給付費は前年度に比べ１．３％の増となったと

ころであります。なお、歳入総額２４億８，９２２万３，３７３円に対し、歳出総額２４

億４，６１７万５，１７７円となり、差し引き４，３０４万８，１９６円を翌年度に繰り

越したところであります。

歳入につきましては、保険税の収入合計は３億９，７１２万１，７１８円で、前年度に

比べ２億６７５万６，１２１円減収となっており、現年度分収入率は９２．３％で、前年

度に比べ２．７％の減となり、１世帯当たりの納税額は１２万４，２５６円となったとこ

ろであります。国庫支出金は６億７９０万９５６円で構成比２４．４％、療養給付費交付

金は１億９，７８２万４，０８３円で構成比７．９％、前期高齢者交付金は６億９，３７

５万１，２１５円で構成比２７．９％、一般会計繰入金は１億５，６７６万６，１６２円

で、前年度に比べ３，５１７万９，６５０円の減で構成比は６．３％、その他、道支出金

１億６７０万３，９１０円と諸収入等を加えた歳入総額は２４億８，９２２万３，３７３

円となり、前年度決算額と比較して３，７２６万６９５円の減となったところであります。

歳出につきましては、総務費は５，０６７万２，３８３円で、歳出総額に対する構成比

は２．１％、保険給付費は１７億４，５９６万２，８１４円で、前年度に比べ２，５１１

万３，６９６円の増、構成比７１．４％、老人保健拠出金は６，９４１万７，９８９円で

構成比２．８％、後期高齢者支援金等は２億４４３万１，２８４円で構成比８．４％、介

護納付金は９，０４１万３，０３９円で構成比３．７％であります。その他、共同事業拠

出金２億６，２５５万５，５１４円、保健事業費１，３８８万８，６１１円、諸支出金等

を加えた歳出総額は２４億４，６１７万５，１７７円となり、前年度決算額と比較して７，

２１２万８，６３８円の減となったところであります。

なお、歳入歳出決算関連調書につきましては２７９ページから３５５ページまでであり、

ご高覧いただき、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続いて、議案第１３号 平成２０年度砂川市老人医療事業特別会計決算の認定を求める

ことについてご説明申し上げます。

決算書の３９９ページをお開きいただきたいと存じます。決算の概要でありますが、初
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めに一般概要について申し上げます。平成２０年度の老人医療事業は、後期高齢者医療制

度の創設により平成２０年３月診療分の老人医療給付に要する経費が主となり、歳出総額

２億５，０２３万７，０００円の予算を計上し、事業の執行を行った結果、予算額に対し

１２億……失礼いたしました。１２３万２２０円減の２億４，９００万６，７８０円で、

歳入総額は２億４，３８５万６，３７９円となり、実質収支で５１５万４０１円の不足額

が生じましたが、その内訳は支払基金医療費交付金３８万７，９６４円、支払基金審査支

払手数料交付金１万６，７８９円の交付と国庫医療費負担金４９５万４，９２２円及び道

医療費負担金６０万２３２円の交付不足によるものであります。したがって、差し引き不

足額５１５万４０１円を翌年度繰り上げ充用により充用したものであります。なお、これ

らは翌年度においてそれぞれ精算の上、返還または交付されることとなるものであります。

歳入につきましては、支払基金交付金１億１，８５６万８，０００円で、歳入総額に対

する構成比４８．６％、国庫支出金８，５２４万２，３２１円で構成比３５．０％、道支

出金１，８１８万円で構成比７．４％、一般会計繰入金１，９４９万７，３９８円で構成

比８．０％、その他、諸収入２３６万８，６６０円を加えた歳入総額は２億４，３８５万

６，３７９円となり、前年度決算額と比較して２，２４６万７，０００……失礼しました。

２２億４，６７８万１，５６１円の減となったところであります。

歳出につきましては、総務費７０万２，５７６円で、歳出総額に対する構成比は０．３

％、医療諸費２億３，３２２万２，８８３円で構成比９３．７％、その他、公債費５，０

００円、諸支出金７６２万２，６４４円、前年度繰り上げ充用金７４５万３，６７７円を

加えた歳出総額は２億４，９００万６，７８０円となり、前年度決算額と比較して２２億

４，９０８万４，８３７円減となったところであります。

なお、歳入歳出決算関連調書につきましては４００ページから４２９ページまでであり、

ご高覧いただき、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。

続いて、議案第１４号 平成２０年度砂川市介護保険特別会計決算の認定を求めること

についてご説明申し上げます。

決算書の４３０ページをお開きいただきたいと存じます。初めに、一般概要について申

し上げます。平成２０年度の財政運営は、介護保険事業を円滑に実施することを基本とし

て運営に当たり、介護保険給付に要する経費として歳出総額１４億３，１２８万６，００

０円の予算を計上し、事業の執行を行った結果、予算額に対し４，７１８万７，０７５円

減の１３億８，４０９万８，９２５円で、歳入総額は１４億８５２万１，０５１円となり、

差引額は２，４４２万２，１２６円であります。その内訳は、国庫負担金７７２万５，２

０６円、国庫補助金２２万１，５９５円、道負担金６４４万８，７６０円、道補助金２万

８，９９１円、支払基金交付金９８９万２，７３０円の過交付及び保険料の還付未済１０

万４，８４４円によるものであります。なお、過交付及び還付未済となったものにつきま

しては、翌年度において返還、還付するものであります。
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歳入につきましては、第１号被保険者保険料２億１，０２４万９，８８４円で、歳入総

額に対する構成比１４．９％、国庫支出金は３億３，９０９万７，１６４円で構成比２４．

１％、道支出金は２億１，７６０万４，１８４円で構成比１５．４％、支払基金交付金は

４億２，２３３万７，１７０円で構成比３０．０％、繰入金は一般会計分が１億８，５６

１万９，５９０円、基金分が１，３８３万６，５５７円、合計１億９，９４５万６，１４

７円で構成比１４．２％、繰越金は１，０５２万７，５１２円で構成比０．７％、これに

分担金及び負担金５１２万２，０４０円、財産収入１２万６，９５０円、市債４００万円

を加え、歳入総額は１４億８５２万１，０５１円となり、前年度決算額と比較して１億２，

１５６万１，１１２円の増となったところであります。

歳出につきましては、総務費は１，４８４万８６９円で、歳出総額に対する構成比は１．

１％、保険給付費は１２億９，７９５万１，２６８円で構成比９３．８％、財政安定化基

金拠出金は１０９万２，２８１円で構成比０．１％、地域支援事業費は４，０８４万１，

５１３円で構成比２．９％、諸支出金は１，０５５万６，９２８円で構成比０．８％、こ

れに基金積立金１，８６１万６，０６６円、公債費２０万円を加え、歳出総額は１３億８，

４０９万８，９２５円となり、前年度決算額と比較して１億７６６万９，４９８円の増と

なったところであります。

なお、４３１ページから４９９ページまで歳入歳出決算関連調書を提出しておりますの

で、ご高覧いただき、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続いて、議案第１５号 平成２０年度砂川市後期高齢者医療特別会計決算の認定を求め

ることについてご説明申し上げます。

決算書の５００ページをお開きいただきたいと存じます。決算の概要でありますが、初

めに一般概要について申し上げます。平成２０年度の後期高齢者医療に要する経費として、

歳出総額４億３，９２７万３，０００円の予算を計上し、事業の執行を行った結果、予算

額に対し２０２万２，４２９円減の４億３，７２５万５７１円の歳出総額となったところ

であります。これに対し、歳入総額は４億３，７２８万５，２７１円となり、差し引き３

万４，７００円を翌年度へ繰り越したところであります。なお、還付未済となった保険料

１９万９，４００円については、後期高齢者医療広域連合の指示により翌年度において還

付するものとなり、後期高齢者医療広域連合から還付未済分が返還されることとなるもの

であります。

歳入につきましては、後期高齢者医療保険料１億８，９５５万７，４００円で、歳入総

額に対する構成比４３．４％、一般会計繰入金２億４，４４１万１，３１８円で構成比５

５．９％、諸収入６３万５，２００円で構成比０．１％、後期高齢者医療広域連合支出金

４９万７，３５３円で構成比０．１％、国庫支出金２１８万４，０００円で構成比０．５

％であり、歳入総額は４億３，７２８万５，２７１円となったところであります。

歳出につきましては、総務費４１５万２，４７０円で、歳出総額に対する構成比は０．
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９％、後期高齢者医療広域連合納付金４億３，２７１万９，３７１円で構成比９９．０％、

その他、保健事業費３７万８，７３０円を加えた歳出総額は４億３，７２５万５７１円と

なったところであります。

なお、歳入歳出決算関連調書につきましては５０１ページから５２８ページまでであり、

ご高覧いただき、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 北谷文夫君 建設部長。

〇建設部長 西野孝行君 （登壇） 議案第１２号 平成２０年度砂川市下水道事業特別

会計決算の認定を求めることについてご説明いたします。

決算書の３５６ページ、決算の概要をごらんいただきたいと存じます。初めに、一般概

要でありますが、平成２０年度の公共下水道整備事業は汚水管として焼山、北光地区、雨

水管として石山川河川改修工事に伴い、空知太地区の整備を行ったところであります。こ

れに伴い、平成２０年度末現在の下水道普及率は９２．６％、水洗化率は９６．７％とな

り、下水道施設の効率的活用に努めてきたところであります。また、個別排水処理施設整

備事業につきましては、平成８年度から事業に着手し、生活環境の整備、改善と生活排水

の適正な処理を図るため合併処理浄化槽の普及に努めてきており、平成２０年度末現在で

１２２基設置したところであります。平成２０年度の収支としましては、歳入総額１２億

９，３５１万２，６１５円に対し、歳出総額は１２億９，２８３万１，０４９円となり、

差し引き６８万１，５６６円を翌年度へ繰り越したところであります。

歳入につきましては、分担金及び負担金が１，０９７万７，４９０円で構成比０．９％、

使用料及び手数料は４億１，４１１万１，６８０円で構成比３２．０％、国庫支出金は２，

０００万円で構成比１．５％、繰入金は２億６，９３６万６，０００円で構成比２０．８

％、諸収入は５９６万８，２３８円で構成比０．５％、市債は公的資金補償金免除借換債

も含めまして５億７，２２０万円で構成比４４．２％、前年度繰越金は８８万９，２０７

円で、歳入総額は１２億９，３５１万２，６１５円となり、前年度と比べ１億８，７８６

万１，８６６円の減となったところであります。

次に、歳出でありますが、下水道費は２億８８６万１８６円で構成比１６．２％、個別

排水処理事業費は９５３万７，９９１円で構成比０．７％、公債費は公的資金補償金免除

繰上償還も含めまして１０億７，４４２万７，４８２円で構成比８３．１％、諸支出金は

５，３９０円で、歳出総額は１２億９，２８３万１，０４９円となり、前年度に比べ１億

８，７６５万４，２２５円の減となったところであります。

以下、３５７ページから３９８ページまでは関連する調書でありますので、ご高覧をい

ただき、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長 北谷文夫君 市立病院事務局長。

〇市立病院事務局長 小俣憲治君 （登壇） 議案第１６号 平成２０年度砂川市病院事

業会計決算の認定を求めることについてご説明申し上げます。



－92－

病院事業会計決算書の２３ページをごらんいただきたいと存じます。平成２０年度は、

平成１８年度に行われた過去最大と言われる３．１６％の診療報酬引き下げに続き０．８

２％の診療報酬引き下げが行われ、大変厳しい経営状況ではありますが、地域医療確保の

ため診療体制の充実、患者サービスの向上を図るとともに、医療環境施設の整備、拡充を

実施しました。診療施設整備では、医療画像管理システム、多人数用透析液供給装置、生

体情報モニターシステムなど６０品目の医療機器等の取得及び更新を行い、急性期医療、

地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとしての機能に対応すべく整備

を図りました。また、診療体制では急性期入院医療における診断群分類包括評価に向けた

システムの整備を図るとともに、地域医療連携、派遣医療の拡充など地域中核医療施設と

しての役割を果たすための診療体制充実を図りながら、高質で安全な医療の提供と患者サ

ービスに努めてまいりました。さらに、平成１７年度から開始した病院改築事業では、平

成２２年度の開院に向け、建設工事が着工されたところであります。

それでは、まず患者数でありますが、入院患者数は１３万９，６５９人で、前年に比べ

６，２９５人の減となり、外来患者数では２５万５，６７２人で、前年に比べ１，７９６

人の減となりました。

次に、収益的収支でありますが、消費税抜きで申し上げますと、収益的収入は１０３億

８，０５６万円で、前年より２億６，６１５万３，０００円の減となり、収益的支出では

１０５億１，７１９万２，０００円で、前年より１億２，３５４万３，０００円の減とな

り、収支差し引き１億３，６６３万２，０００円の純損失となりました。

次に、資本的収支でありますが、消費税抜きで申し上げますと、資本的収入は８億１，

０４８万６，０００円で、内訳は建設改良に充てる企業債５億９，５１０万円、投資償還

金７６８万３，０００円、国庫補助金６，１４５万７，０００円、道補助金２４５万円、

一般会計出資金１億４，２３７万６，０００円及び寄附金１４２万円であります。資本的

支出は１６億３，５２３万７，０００円で、内訳は改築事業費４億９，５３０万６，００

０円、資産購入費５億８，２７４万３，０００円、住宅改築費４，８２５万７，０００円、

建設利息１１０万円、企業債償還金４億９，５１３万５，０００円及び投資１，２６９万

６，０００円であります。また、企業債未償還残高は２１億１，８１５万９，０００円と

なっております。

なお、２４ページから３２ページまでは関連資料となっておりますので、ご高覧いただ

き、よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。

〇議長 北谷文夫君 続いて、監査委員から監査意見の開陳を求めます。

監査委員。

〇監査委員 奥山 昭君 （登壇） 地方自治法２３３条第２項、同法第２４１条第５項

及び地方公営企業法第３０条第２項の規定により審査に付された平成２０年度の一般会計、

各特別会計及び病院事業会計の決算並びに基金の運用状況の概要についてご報告申し上げ
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ます。

決算審査は、提出された各会計の決算書、同事項別明細書、決算関係附属書類、財務諸

表及び附属説明資料等に基づき、計数の正確性、適法性を確認するとともに、適正で経済

的かつ効率的な予算執行に主眼を置いて審査を行った結果、各会計とも計数は正確に適切

に処理されており、財産の管理事務も適正に行われているところを認めたところでありま

す。

一般会計は、歳入総額が１１０億９，７００万……失礼。１１０億９，７０３万５，７

２１円、歳出総額は１０８億４，７１４万７，９０３円で、差し引き２億４，９８８万７，

８１８円の剰余金を計上する決算となっております。歳入の財源別構成比で見ますと、自

主財源は３８．３％、依存財源は６１．７％であります。

次に、特別会計ですが、国民健康保険特別会計は、歳入総額２４億８，９２２万３，３

７３円に対し、歳出総額は２４億４，６１７万５，１７７円で、差し引き４，３０４万８，

１９６円の剰余金を計上。

下水道事業特別会計は、歳入総額１２億９，３５１万２，６１５円に対し、歳出総額は

１２億９，２８３万１，０４９円で、差し引き６１万８，５５６円の剰余金を計上する決

算となっております。

また、老人医療事業特別会計は、歳入総額２億４，３８５万６，３７９円に対し、歳出

総額は２億４，９００万６，７８０円で、差し引き５１５万４０１円の不足が生じ、翌年

度繰り上げ充用金により充用しております。

介護保険特別会計は、歳入総額１４億……失礼。１４億８５２万１，０５１円に対し、

歳出総額は１３億８，４０９万８，９２５円で、差し引き２，４４２万２，１２６円の剰

余金を計上しております。

後期高齢者医療特別会計は、歳入総額４億３，７２８万５，２７１円に対し、歳出総額

は４億３，７２５万５７１円で、差し引き３万４，７００円の剰余金を計上しております。

病院事業会計は、年間患者数が入院、外来ともに減少し、収益的収入１０３億８，０５

５万９，５８８円に対し、収益的支出１０５億１，７１９万２，３８２円で、差し引き１

億３，６６３万２，７９４円の純損失となっております。

一般会計及び特別会計には、今後とも健全な財政運営と効率的な行政の確保に努められ

ることを望むとともに、病院事業会計には患者や住民に信頼される基幹病院であるために

もなお一層の経営努力を期待し、報告といたします。

〇議長 北谷文夫君 これより各議案に対する総括質疑を行います。

初めに、議案第１０号の総括質疑に入ります。

質疑ありませんか。

土田政己議員。

〇土田政己議員 （登壇） それでは、議案第１０号、平成２０年度一般会計決算につい
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て総括質疑をさせていただきます。歳入歳出にわたって６点ほどお伺いしたいと思います

ので、よろしくお願いを申し上げます。

先ほどのご報告にもありましたように、最近５カ年間の歳入の推移を見ると、平成１６

年度を１００とした場合には平成１８年度は１０３．９％でありましたけれども、平成２

０年度は９３．５％と大きく落ち込んでおります。また、自主財源は３８．３％で前年度

比４．２ポイント大きく低下しておりますが、それらの要因についてまずお伺いをしたい

というふうに思います。

次に、市税について伺います。市税全体では０．７％の落ち込みでありますけれども、

中でも法人市民税が６．９％、約１，４８０万円と大きく落ち込んでおります。その要因

は何なのかをまずお伺いします。また、収入率は９２．２％で、収入未済額は１億５，６

００万円を超えておりますが、その原因と収納対策について伺いたいと思います。

さらに、土木使用料の収入未済額が増加傾向にありますが、その主な要因と未済額解消

への取り組みについて、具体的な取り組みについてお伺いいたします。

４点目に、不納欠損について伺います。特に前年度比で大幅に増になっているのは、市

民税の２０．３％、軽自動車税の１５３．７％、特別土地保有税は……全部でありますけ

れども、などですが、それらの要因についてまずお伺いいたします。全体で見ると、約３，

３００万もの不納欠損が生じておりますが、非常に大きい金額でありますので、これらの

対策についてお伺いしたいというふうに思います。

歳出については、民生費の不用額が前年比４５．７％と大きく増加をしております。そ

の主な要因は何なのかお伺いします。

２つ目には、特別会計の繰出金についてお伺いいたします。平成２０年度から後期高齢

者医療制度が国民の強い反対の声を無視して導入されました。平成１９年度の老人医療会

計繰出金は約２億１００万でありましたけれども、平成２０年度を見ると老人医療会計繰

出金約２，０００万円と後期高齢者医療会計繰出金は２億４，５００万円で、合わせて２

億６，５００万円と６，０００万以上が増加をしております。後期高齢者医療制度の導入

によって、この繰出金が大幅に増額、増加した要因は何なのかお伺いして質疑といたしま

す。

〇議長 北谷文夫君 土田政己議員の１回目の総括質疑に対する答弁は、休憩後に行いま

す。

１０分間休憩します。

休憩 午後 １時４７分

再開 午後 １時５８分

〇議長 北谷文夫君 休憩中の会議を開きます。

総括質疑を続けます。

土田政己議員の１回目の総括質疑に対する答弁を求めます。
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総務部長。

〇総務部長 善岡雅文君 （登壇） それでは、歳入のほうからご答弁を申し上げていき

たいと思います。

まず、歳入の推移につきましてでございます。平成１６年度の歳入決算書、決算額を１

００％とした場合の平成１８年度と２０年度の増減の要因についてでありますが、平成１

８年度から１６年度と比べ３．９％増加しているその主な要因につきましては、地域交流

センター、自由通路、市営住宅など駅東部開発等に係る国庫支出金３億２，３４７万１，

０００円の増及び駅東部開発に係る市債８億４，６７０万円の増、それから減税補てん債

借換債３億１，４００万円、臨時財政対策債１億１，３２０万円の減など、市債で２億４，

５４０万円の増などにより増加したものであります。また、２０年度が１６年度と比べ６．

５％減少している主な要因につきましては、地方交付税が普通交付税の増による１億４，

０７２万３，０００円の増、財産収入が土地売払収入の増などにより４億１５万円の増と

なっておりますが、基金繰入金４億６１０万２，０００円の減、それから市債で４億５，

８９０万円の減少などにより減少したものであります。

続きまして、自主財源比率が前年度比４．２ポイントと大幅に低下の要因についてでご

ざいます。自主財源比率につきましては、平成２０年度は３８．３％、平成１９年度は４

２．５％、平成１８年度は３４．６％と各年度において変動が生じているものであります。

平成２０年度と１９年度の比較におきまして特徴的なものにつきましては、自主財源では

財産収入が土地売払収入の増などにより３億１３８万４，０００円の増となっております

が、繰入金が財政調整基金の４億５，３６０万５，０００円の減などにより５億８，６４

８万１，０００円の減となるなど、全体で３億９，７９２万７，０００円の減となったと

ころでございます。一方、依存財源では、地方交付税が都市と地方の格差是正を図るため

に創設された地方再生対策債として５，６５３万３，０００円が算定されたほか、公債費

分の伸びなどにより１億５，１８２万８，０００円の増、国庫支出金が生活保護費負担金

の増などにより１億５０２万２，０００円の増、市債が公的資金補償金免除借換債などに

より３億３，９４０万円の増となるなど、全体で５億４，０１１万３，０００円の増とな

ったところでございます。本来は、市税がふえ、自主財源比率が上昇することが財政運営

上望ましいものでありますが、平成２０年度における自主財源比率の減少は地方交付税の

増などに加え、行政改革による歳出の削減に取り組んだことなどにより財政調整基金を繰

り入れる必要がなくなったことなどが要因であり、このことから安定した財政運営であっ

たと考えているところであります。

続きまして、市税の落ち込みの要因及び収入未済額に対する原因と対策についてご答弁

を申し上げます。市税の決算状況では、全体で０．７％の落ち込んだ中で特に法人市民税

の減収が６．９％、約１，４８０万円と高額となっておりますが、これは電力産業及び金

融機関において納税額が前年に比べ大きく落ち込んだことが影響し、リサイクル関連事業
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の業績向上もありましたが、全体として減収となったものであります。また、収入未済額

が１億５，６００万円となっておりますが、前年度の１億６６０万円から１，０００万円

ほど減少しているところであります。平成２０年度においては２２億４，０００万円を賦

課し、収納率が９７．９％で４，８００万円が未納額として翌年度に繰り越されました。

収入未済額は、昨年以前も毎年度収入未済額として翌年度に繰り越されているものが積み

重なり、滞納繰り越し分として納税が一部されるものの、平成２０年度末では１億５，６

００万円となっております。翌年度に繰り越された税金は、当該年分と比べ収納される割

合が低くなり、どうしても収入未済額として残っているのが現状であります。収納対策と

しましては、当該年度課税分を翌年度に繰り越すことがないように未納額の解消対策を進

めることが必要であります。この対策につきましては、電話連絡、臨戸訪問、夜間納税相

談窓口の開設、市外転出者に対する管外徴収及び北海道との共同催告等を実施してきてお

りますし、いわゆる税をきちんと納めている方とそうでない方の不公平さを絶対許さない

という強い方針のもとに給料、預貯金等の財産調査を行いまして、担税力がありながら約

束に応じない方については差し押さえを実施しているところであります。なお、昨年度の

国保税を除く市税に対する差し押さえ実績は８７件、２７０万７，０００円となっており

ます。

続きまして、不納欠損についてでございます。市税の平成２０年度の不納欠損額は、市

民税で１，２０７万８２０円、固定資産税１，７６１万７，９３２円、軽自動車税３８万

６，１６０円、都市計画税１８７万６５０円、特別土地保有税８８万４，８００円で合計

３，２８３万３６２円となっております。昨年が５，３２３万２，２００円でありました

ので、全体で約２，０４０万円減少しております。欠損の理由による内訳は、消滅時効に

よる欠損は２７４件、２，９９０万１，４２４円、執行停止による欠損は４件、１７万９，

６４７円、即時欠損は１１件、２７４万９，２９１円となっております。昨年と比べての

増減要因として、昨年は固定資産税、都市計画税について、法人の倒産などによる欠損が

約３，４００万円あったものが今年度は法人による欠損が減少しております。そのほかに

ついては昨年同様、地方税法第１８条に基づき消滅時効の対象となる平成１５年以前の滞

納の約４，３００万円を対象として、一部納付や滞納処分等で時効が中断しているものを

除き、主に地方税法第１５条の７、執行停止の要件に該当するものを抽出した中で整理を

進めてきたところであります。具体的には、納税に対し誠意があり、近年納期内納付を守

り、消滅時効分以外の滞納税がないもの、納税意思を示し、少額納付を続けている生活困

窮者、財産差し押さえ交付要求等の滞納処分により消滅時効分以外の滞納がなくなったも

の、近年課税がないもので文書が返戻されるなど実態調査を経た中で居所不明となってい

るもの、納税義務者本人が死亡し、納税継承者が不在、不明なもの、廃業により実態がな

くなり、財産もないことが明らかである法人を欠損該当者といたしました。その結果、欠

損額が２８９件、３，２８３万３６４円となったところであります。税法の定めにより整
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理した結果として、前年からふえた税目がありますが、特徴としては法人の倒産、廃業に

よる欠損が法人市民税と特別土地保有税で増加しており、特に特別土地保有税は平成１５

年度に新たに、新たな課税が停止されておりますので、それ以前において賦課された税で

あり、納税義務のあった法人が倒産に伴い欠損するもので、今回の欠損により平成２１年

度から税目がなくなる、なくなったところであります。また、個人の市民税については、

個人事業主の廃業に伴う生活困窮による欠損がふえてきているところであります。

次に、不納欠損を減らす対策として、当該年度課税同様に未納対策を行うことが欠損額

を減らす取り組みとなりますが、生活困窮している者、居所不明者や倒産などにより財産

がない者など、どうしても払えない方がいるのも事実であります。地方税法の定めにより

適切に欠損処分することも必要でありますので、ご理解を賜りたいと存じます。

続きまして、歳出でございます。特別会計繰出金について、ご答弁を申し上げます。平

成２０年度に後期高齢者医療制度が創設され、７５歳以上の方が従来の老人医療会計から

移行いたしましたが、平成１９年度の老人医療会計繰出金決算額２億１４４万７，０００

円と平成２０年度の老人医療会計繰出金及び後期高齢者医療会計繰出金を合わせた決算額

２億６，３９０万９，０００円を単純に比較いたしますと６，２４６万２，０００円が増

額となっております。さらに、７５歳以上が後期高齢者医療会計に移行したことに伴い、

国保会計へ繰り出していた保険料軽減分に係る保険基盤安定分の繰出金のうち、決算額の

比較では２，７５３万円減額となっており、これを加味した３，４９３万２，０００円が

後期高齢者医療特別会計が創設されたことによる実質の増額分とみなすことができます。

この増額の要因といたしましては、医療費自体が増額となったことによる医療費分の繰出

金が１，３０７万７，０００円ふえたこと、また老人医療会計繰出金にありませんでした

保険基盤安定分の繰出金が４，５０８万５，０００円増額となったうち、先ほど説明いた

しました国保会計繰出金の保険基盤安定分２，７５３万円が減額となった分を差し引いた

１，７５５万５，０００円が７５歳以上の国保以外の保険基盤安定分として新たに後期高

齢者医療会計繰出金が増加した額とみなすことになりますので、これらが一般会計繰出金

の増額の主な要因でございます。

〇議長 北谷文夫君 建設部長。

〇建設部長 西野孝行君 （登壇） 市営住宅家賃の収入未済額増加傾向の要因とその未

済額解消への取り組みについてのご質問にご答弁申し上げます。

市営住宅使用料の徴収事務につきましては、負担の公平性の確保と市営住宅事業の適正

な運営を図る上で重要であり、鋭意取り組んでいるところでありますが、近年の経済情勢

から失業、賃金の引き下げや離婚などに起因する生活困窮者が増加しており、家賃の支払

いが滞るものが後を絶たない状況が続いております。また、滞納者の中には居所不明者や

生活保護受給に至った者など徴収が困難なケースが多く踏まれていることなどから、平成

１９年度決算と比較して滞納繰越額が４６万円増加したところであります。住宅使用料の
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徴収に当たっては、各団地別に担当職員を配置し、滞納者の状況の把握に努めながら、そ

れぞれの状況に応じた納付計画の作成を指導し、その履行を求めて粘り強く接触を図って

おります。また、新たな滞納者の発生を防止する上からもすべての入居者について適時納

付状況を確認し、滞納発生の早期発見に努めているところであります。今後においては、

これまでの収納対策に加え、特に滞納額の多い滞納者については訴訟も視野に徴収強化を

図っていくこととしておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。

〇議長 北谷文夫君 市民部長。

〇市民部長 井上克也君 （登壇） 私から、民生費の不用額が前年比４５．７％と増加

した要因についてのご質問についてご答弁申し上げます。

不用額は、最終的な予算現額と支出した経費との差額でありますが、民生費全体の平成

２０年度の不用額は４，３４５万２，２３６円であり、平成１９年度２，９８２万４，９

８８円と比べると４５．７％の増となったところであります。民生費は、施設入所、通所

などに対する給付費や各種の医療扶助など扶助費が多いことから、その最終的な予算見込

みにおいても扶助費の性格上、決められた経費であり、確実な支出が必要であることから

医療費等の各月の経費は大きな変動もあり、正確には見込みづらいところではありますが、

直近の実績をもとに予算不足により支払いができなくなることがないよう確実な予算を見

込んでおります。平成２０年度においては、精神障害者に対する給付や重度障害者、乳幼

児医療扶助が２００万円を超える不用額となっておりますが、特に生活保護費の不用額が

２，４６９万７，０００円と多い金額であります。平成２０年度の生活保護費については、

医療扶助が人員の増や入院による手術が多かったこともあり、当初予算から大幅にふえる

状況から１億円を超える予算を補正させていただきましたが、最終的には１月以降の医療

扶助費が１２月までの実績ほどなかったことなどから決算として不用額が発生したところ

であります。今後においても生活保護費における現状の分析や動向などを見きわめ、予算

の計上に当たっては不用額の縮減に努めてまいります。

〇議長 北谷文夫君 土田政己議員。

〇土田政己議員 詳しいご答弁をいただきまして、ありがとうございます。細目は委員会

もありますので、何点かだけちょっとお伺いしますけれども、１つは法人税、法人市民税

なのですけれども、電力や金融関係ということがございましたけれども、具体的に言うと

うちで言えば北電さん、あるいは銀行さんだというふうに思いますけれども、その落ち込

んだ要因が今の経済状況によるものなのか、そのあたりどのように把握されているのかち

ょっと中身をお伺いしたいというふうに思っております。

それから、それぞれの未済額の解消について、大変職員の皆さん努力されて苦労をされ

ていると思うのですけれども、先ほどご答弁ありましたようにやはり今のこの経済状況あ

るいは雇用、失業問題など、さまざまな問題を抱えて大変な状況になっております。そこ

で、これを私たちも差し押さえなんかをやって、何でもいいから取れというのではないの
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です。やはり市民の生活を第一に考えながら、同時に答弁ありましたように納税している

方との不公平をなくしていくという大事な点でありますから、完全に１００％なくなると

いうことはないわけでありますけれども、やはりその点で今までも大変ご努力されており

ますけれども、一層努力をしていただきたいということをお願いしておきたいというふう

に思っております。

それから、今特別会計繰出金についてのご答弁もありましたけれども、これは後期高齢

者医療制度の問題でこういう事態になったわけですけれども、きょう発足する新政権では

３党合意も含めてこの後期高齢者医療制度の廃止というのが明確に打ち出されておりまし

て、私どももそれらは大変よいことだというふうに思っております。これは、これまでも

申し上げてきましたように７５歳以上のお年寄りを差別して、差別医療をするということ

で、その結果、結局制度の上でも大変職員の皆さんも苦労されて、制度変更の面でご苦労

をされたというふうに思っておりますけれども、やはりこの差別医療をなくして、特にお

年寄りの方もみんなが安心して病院にかかれる、医療を受けられる、そういう制度にぜひ

変えていく必要があるというふうに考えておりますので、今回この２０年度の決算には、

私もここでどうしてこんなにふえるのかなと。今までと同じ人がただ年齢が……されるこ

とだけで６，０００万も繰出金がふえていくというのがありましたものですからお伺いし

ましたら、やはりこの後期高齢者の基盤整備という点でかなりの金額が繰り出されている

ということがわかりました。今後これらの問題についても一層議論を進めていきたいなと

いうふうに思っております。

それから、不納欠損についてですけれども、これも総務部長からその解消のためのご努

力についてお話もございました。確かに昨年度から見ると、全体では大きく減少をしてい

る点では大変よいことなのですけれども、ただ私もお伺いしましたように、市民税につい

ては先ほどの答弁にありましたように今の景気対策とかがあるのですけれども、この軽自

動車税が大きく１５３．７％もふえたというのがどうしてなのかなというのがよくわから

ないのです。これも行政改革のときに軽自動車税の引き上げについて、私ども賛成しなか

ったことがあるのですけれども、そういうことが影響しているのか、どういう理由なのか、

もしその辺のもしことがつかんでおられましたらお答えいただきたいというふうに思いま

す。

以上です。

〇議長 北谷文夫君 総務部長。

〇総務部長 善岡雅文君 まず、一番最初の電力産業及び金融企業、これの納税額が落ち

込んできた主な理由でございますけれども、余り明確ではないのですけれども、原油、北

電の場合については原油高と経済状況の悪化というふうに聞いてございますし、銀行につ

いては一般と同じように景気悪化というふうに聞いてございます。

それから、差し押さえの関係で、これはご答弁は要らないということなのですけれども、
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これは我々が差し押さえしているのは、本当に納める能力がなくて困っている方について

は一切やってございません。担税力があるのにどうしても分納にも応じない人については、

やむを得ずやっているということで、差し押さえは最後の手段でありまして、それをある

程度払える人にやってしまうと一切その後払わなくなります。ですから、砂川市が差し押

さえする場合は、もうこれが最後で全部やるのだという覚悟がないと、なかなか一般の方

については少しでも分納をしていただいて長く納めてもらうという方針でいますので、む

やみやたらと本当に困っている方に差し押さえをしているわけではございません。

続きまして、軽自動車の関係でございます。これあえて中身言わなかったのですけれど

も、額にしたら３８万円ぐらいでしたか。市民税と同じように、やはり経済状況の悪化に

よって市税も納められないけれども、軽自動車も納められないというような人が正直言う

とふえてきているということで、税率の部分はそんなに大きく影響しているものではござ

いません。

私のほうからは以上でございます。

〇土田政己議員 ありがとうございました。

〇議長 北谷文夫君 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第１０号の総括質疑を終わります。

続いて、議案第１１号の総括質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第１１号の総括質疑を終わります。

続いて、議案第１２号の総括質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第１２号の総括質疑を終わります。

続いて、議案第１３号の総括質疑に入ります。

質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第１３号の総括質疑を終わります。

続いて、議案第１４号の総括質疑に入ります。

質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第１４号の総括質疑を終わります。

続いて、議案第１５号の総括質疑に入ります。

質疑ございませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第１５号の総括質疑を終わります。

続いて、議案第１６号の総括質疑に入ります。

質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第１６号の総括質疑を終わります。

以上で各議案に対する総括質疑を終わります。

お諮りします。

ただいま議題となっております７議案は、議長を除く議員全員で構成する決算審査特別

委員会を設置し、これに付託して閉会中継続審査を行うことにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。

◎日程第６ 報告第１号 平成２０年度砂川市健全化判断比率の報告について

〇議長 北谷文夫君 日程第６、報告第１号 平成２０年度砂川市健全化判断比率の報告

についてを議題とします。

提案者の説明を求めます。

総務部長。

〇総務部長 善岡雅文君 （登壇） 報告第１号 平成２０年度砂川市健全化判断比率の

報告についてご説明を申し上げます。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成２０年度決

算に基づく実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率並びにその

算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、別紙のとおり審査意見書

が提出されましたので、健全化判断比率について報告をするものであります。

平成２０年度の各健全化判断比率は、①、一般会計等の実質赤字額の標準財政規模に対

する比率である実質赤字比率は黒字となっておりますので、比率はなしであり、前年度と

同様となっております。②、全会計を対象とした実質赤字、資金不足額の標準財政規模に

対する比率である連結実質赤字比率は黒字となっておりますので、比率はなしであり、前

年度と同様となっております。③、一般会計等が負担する元利償還金、準元利償還金の標

準財政規模に対する比率である実質公債費比率は２３．０％であります。前年度は２３．

９％でありましたので、０．９％低下しているところであります。④、一般会計等が将来

負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率である将来負担比率は１４８．５％

であります。前年度は１７２．１％でありましたので、２３．６％低下しております。各

健全化判断比率につきましては、表の右欄に記載の早期健全化基準を下回っているもので

あります。
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以上、よろしくご審議くださいますようお願いを申し上げます。

〇議長 北谷文夫君 これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

以上で第１号の報告を終わります。

◎日程第７ 報告第２号 平成２０年度砂川市下水道事業の資金不足比率の報告

について

〇議長 北谷文夫君 日程第７、報告第２号 平成２０年度砂川市下水道事業の資金不足

比率の報告についてを議題とします。

提案者の説明を求めます。

建設部長。

〇建設部長 西野孝行君 （登壇） 報告第２号 平成２０年度砂川市下水道事業の資金

不足比率について報告いたします。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、平成２０年度

砂川市下水道事業特別会計決算に基づく資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を

記載した書類を監査委員の審査に付し、別紙のとおり審査意見書が提出されましたので、

資金不足比率について報告するものであります。

資金不足比率は、歳入歳出による資金不足額を事業規模で除して算定するものであり、

この率が２０％以上のときは経営健全化計画の策定及び外部監査の義務づけなどの措置が

講じられることになりますが、平成２０年度砂川市下水道事業特別会計決算において剰余

額６８万１，０００円と算定されることから、資金不足比率は発生しないものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 北谷文夫君 これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

以上で第２号の報告を終わります。

◎日程第８ 報告第３号 平成２０年度砂川市病院事業の資金不足比率の報告に

ついて

〇議長 北谷文夫君 日程第８、報告第３号 平成２０年度砂川市病院事業の資金不足比

率の報告についてを議題とします。

提案者の説明を求めます。
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市立病院事務局長。

〇市立病院事務局長 小俣憲治君 （登壇） 報告第３号 平成２０年度砂川市病院事業

の資金不足比率の報告についてご説明申し上げます。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定に基づき、平成２０年

度砂川市病院事業の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委

員の審査に付し、別紙のとおり審査意見書が提出されましたので、資金不足比率について

報告するものであります。

平成２０年度病院事業会計の決算では、流動資産４０億９，３１８万１，０００円、流

動負債３億３，２４６万９，０００円となり、資金不足額が生じないことから、資金不足

比率数値ではないことをご報告いたします。

以上、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長 北谷文夫君 これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

以上で第３号の報告を終わります。

◎日程第９ 報告第４号 監査報告

報告第５号 例月出納検査報告

〇議長 北谷文夫君 日程第９、報告第４号 監査報告、報告第５号 例月出納検査報告

の２件を一括議題とします。

監査報告及び例月出納検査報告は、文書で配付のとおりであります。

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

以上で監査報告及び例月出納検査報告を終わります。

◎日程第１０ 意見案第１号 道路の整備に関する意見書について

〇議長 北谷文夫君 日程第１０、意見案第１号 道路の整備に関する意見書についてを

議題とします。

提案者の説明を求めます。

〔「説明省略」と呼ぶ者あり〕

説明省略とのことでありますが、説明省略にご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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ご異議なしと認め、説明を省略します。

これより意見案第１号の質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、意見案第１号を採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり可決されました。

◎閉会宣告

〇議長 北谷文夫君 これで日程のすべてを終了しました。

平成２１年第３回砂川市議会定例会を閉会いたします。

大変お疲れさまでございました。

閉会 午後 ２時３７分
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。

平成２１年９月１６日

砂川市議会議長

砂川市議会議員

砂川市議会議員


